
 

～ 人の心が織りなす幸せ社会 

“ほっとまち”桔梗が丘 ～ 

           

 

                      

                 令和７年度東山自然体験学習（桔梗が丘東小学校）                          

      と き  令和８年５月１６日（土） 

午後１時 30分 

ところ  桔梗が丘市民センター 講 堂 

 

桔梗が丘自治連合協議会 
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ごあいさつ 
                           令和８年５月１６日 

 
「令和８年度定時総会資料挨拶文」 

 
 

３年後を見据えて 

 
 皆様には、地域づくり活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

自治連合協議会は、毎年目標を定め活動してきました。また、桔梗が丘地域ビジョン

も「第２次桔梗が丘“ほっとまち”構想」を策定してそれぞれプロジェクトも進めてき 

ました。 

 発足から１７年目を迎え、活動を支えてくださっているボランティアの高齢化が進む

一方、新たな担い手の確保が十分とはいえず、これまでの活動をこのまま維持していく

ことが難しくなりつつあります。 

 そこで本年度、「事務事業検討委員会」を立ち上げ、事業の見直しや整理を進めていま

す。若い世代を含む幅広いご意見を伺いながら、持続可能な体制づくりを目指します。 

 また、駅前の活性化についても継続的な取り組みを重ね、着実に前進させていきたい

と考えています。 

 地域にはまだ多くの課題がありますが、住民主体のまちづくりを市と協働しながら進

めてまいります。 

今後とも皆様のご理解とご参画をお願い申し上げます。  

 
 
               桔梗が丘自治連合協議会  会長 大 垣 孝 彦 
 

 



                 定 時 総 会 次 第 

１．開会の辞 

２．会⻑あいさつ 

３．議事 

 （１）総会成立宣言 

 （２）議事録署名人選任 

 （３）議⻑・副議⻑あいさつ 

 （４）議案第１号 令和７年度事業報告及び協議会会計決算の承認に関する件   

     （監事の監査報告後審議、承認の決議）  

 （５）議案第２号 令和７年度地域事業部事業報告及び特別会計決算の承認に関する件 

     （監事の監査報告後審議、承認の決議） 

 （６）議案第３号 令和７年度市⺠センター事業報告及び市⺠センター会計決算の 

承認に関する件 （監事の監査報告後審議、承認の決議） 

 （７）議案第４号 桔梗が丘自治連合協議会規約一部改訂の承認に関する件 

 

                 〜 休 憩 〜   

 （８）総会成立宣言 

 （９）議⻑・副議⻑選任とあいさつ 

（１０）議案第５号 桔梗が丘自治連合協議会理事・監事交代の承認に関する件   

（１１）議案第６号 令和８年度事業計画（案）及び協議会会計予算（案）の承認に関する件   

（１２）議案第７号 令和８年度地域事業部事業計画（案）及び特別会計予算（案）の承認に 

関する件 

（１３）議案第８号 令和８年度市⺠センター事業計画（案）及び市⺠センター会計予算（案） 

の承認に関する件            

４．議⻑議事終了のあいさつ 

５．閉会の辞 

 



 
 

議案第１号 令和７年度事業報告及び協議会会計決算の承認に関する件 

 

 令和７年度自治連合協議会の主な事業の取り組みとその成果報告及び協議会会計の決算 
報告を別紙のとおり行います。 
 なお、令和８年４月１３日に監事より協議会会計決算及び事業の監査を受け、適正に執行
されたことの承認を得ております。 
 
 
別紙１    令和７年度委員会・部会事業報告書 
別紙２−１  令和７年度協議会会計決算書 
別紙２−２  令和７年度末の財産目録及び積立金残高報告書 



別紙１．令和７年度委員会・部会事業報告書 
総 務 委 員 会   

令和７年度事業計画 実     績 評価及び反省 
１．総会、理事会、自治連合会等の

会議の円滑な運営を目指す 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．規約、規則、規程等の制定又は

改正による協議会運営の充実

化と円滑化を図る。 
 

 
 
 
 
 
３．協議会財務内容を点検し、財務

方針の明確化を目指す。 
 
４．指定管理者として、協議会事業

と市民センター事業との協働を

図り、相互の事業の充実化を目

指す。 
 
 
５．敬老の日の行事 
 
   
 
 
 
 
 
予算額合計 
    ２，４２０，０００円 

（１）総会の開催 
 令和７年５月１７日（土） 
 午後１時３０分から開催され、下

記事項が承認された。 
①令和６年度協議会事業報告及

び会計決算・監査報告 
②令和６年度地域事業部事業報

告及び特別会計決算・監査報告 
③令和６年度市民センター事業

報告及び会計決算・監査報告 
④協議会会長・副会長・理事・監

事の承認に関する件 
⑤令和７年度事業計画案及び、協

議会会計予算 
⑥令和７年度地域事業部会事業

計画案及び特別会計予算 
⑦令和７年度市民センター事業

計画案及び会計予算 
（２）理事会の定期的開催 
（３）自治連合会の定例的開催 
 
（１）協議会規約の見直し 
①「費用弁償支出規程」の見直し 
 
 
 
 
②「桔梗が丘自治連合協議会規約 
  」の一部改定 

 
適切な財務運営ができた。 

 
 
第４回桔梗まつり・市民センター

祭等従来からの行事が、関係者の

努力により開催できた。 
 
 

 

実施日 令和７年９月１５日まで

に届けた。 

*70 歳と 88 歳の方に長寿記念品（＠

2,000 円の商品券）を贈呈 

対象者 230 名 昨年度比 37 名減 

決算額   ４６０，０００円 

 

 

決算額合計 
      ２，２５３，９４５円 

◎桔梗が丘自治連合協議会とし

て１６年目を終えた。 
 協議会の諸会議は、ほぼその

目的を達成したものと思われ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ①理事会のメンバーにアンケ

ートをし、認識のベースを

確認して見直しをした。支

出対象の会議を確認修正し

改定した。今後確実な実施

を目指して行く。 
 ②協議会規約第８章プロジェ

クト事業部会の部会長を代

表へ名称を修正する改定。 
 
 
 
◎秋の“桔梗まつり”も４回目を

迎え、運営方法等がスムーズ

になってきた。今後も反省を

生かして、より良い内容にな

るよう努力したい。 
 
◎今年度も、古希・米寿の方々に

お祝をすることが出来た。  

  
    R4  R5  R6 R7 年度 
古希 196 →175→167→144 人 

米寿 89 → 89→100→ 86 人 

 計 285 →264→267→230 人 

21 減 3 増  37 減 

  



 
企 画 運 営 委 員 会   

令和７年度事業計画 実   績 評価及び反省 

１．ほっとまち推進プロジェクト事業 

⑴  自主防災プロジェクト事業 

①防災体験運動会の開催 

②自主防災組織の役割、活動等の 

マニュアル化 

③４ﾌﾞﾛｯｸ防災組織化と活動の実践 

 

 

予算額    １２０,０００円 

 

⑵ 桔梗が丘未来塾プロジェクト事業 

協議会（子供たちと地域の絆づ 

くり事業部会と関係部会）と 

３小学校学校運営協議会の連携 

強協力体制 

強化とｺﾐｭﾆﾃｨｰｽｸｰﾙの支援 

予算額     ２０,０００円 

 

⑶ 桔梗が丘 SDGs プロジェクト推進事業 

①SDGs 講演会、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催 

②SDGs 啓発活動(ききょう通信掲載) 

 予算額     ４０,０００円 

 

２．推進の方策及び体制の整備 

⑴ 地域共生社会の実現に向けた 

意見交換会の継続と具体的な 

施策の検討 

⑵ 協議会、市民センターへ若い 

世代の参画をする検討会の設置 

⑶ 行政機関との協働による課題解決 

⑷ ボランティア登録制度の活用 

予算額     ２０,０００円 

 

３．事業部会への支援 

 桔梗が丘‟ほっとまち”構想実現 

 に向け、各事業部会が取り組む 

事業に対し一部事業費の支援 

 

予算額合計  ２００,０００円 

 

①「防災体験運動会」を消防団、 

地域関係者協力の基に実施。 

南小：10月 26 日（月）  

桔小： 2月 9 日（月） 

②三重県自主防災組織交流会 

参加（9月 21日 3 名参加） 

③各防災委員会への支援 

 決算額    ５０,０１６円 

 

・子どもたちと地域の絆づくり 

事業連絡協議会への参加、 

意見交換 

 

 

 

決算額        ０円 

 

 

 

 

決算額        ０円 

 

 

⑴ 熱中対策指数計購入（３台） 

⑵大垣会長主導の基、自治連合 

協議会の事務事業調査検討 

会開催。（現状の課題など 

協議の上、事業活動改善） 

詳細は「ききょう通信令和 

７年３月号」に掲載。 

決算額   １４,３４０円 

 

 

 

 

 

 

決算額合計  ６４，３５６円 

 

⑴ 各ブロックで防災対策が行

われているが、桔梗が丘地域防

災の実情や県他地域の防災対策

を鑑み、更に充実が必要である。 

・桔梗が丘各ブロック防災対策 

・情報連絡会の設置 

・防災コーディネーターの育成 

・各ブロック避難所に於いての

役割検討 

⑵ 高齢者及び学齢児童の安全 

  対策（行政・学校／連合会・ 

事業部会）連携 

＊桔梗が丘3小学校連絡協議会 

及び民生・児童委員（地域福

祉部会）の連携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵同事務事業調査検討会での協 

議課題はR8年度中に改善事項 

を協議、承認決議を得て R9 年 

度から実行予定。 

但し、必要案件は R8 年度から 

承認を得て、実行する。 

 



広 報 委 員 会  

 

令和７年度事業計画 実    績 評価及び反省 

１．「ききょう通信」を発行 

毎月Ａ４サイズ４頁カラー印刷で

発行する。 

協議会全体の費用削減を図るため、

７年度からの発行部数を「ききょう

通信」は２００部削減して５,８０

０部、「総集編冊子」は２０部削減

して８０冊にする。 

予算額  １,２３２，０００円 

  

２． ＬＩＮＥ等ＳＮＳを活用した

情報発信と広報整備 

①ＬＩＮＥ、Facebook 等ＳＮＳに

よる情報発信を拡充し、友だち登

録数の増に努め、住民のニーズに

即したタイムリーな情報提供を行

う。 

②広報活動用資機材の整備 

③一部協議会のメールドメインの

市への統合により管理費用を削減。 

予算額    ２５０,０００円 

 

３． 広報活動の推進 

①多世代に親しまれる広報広聴活

動を推進する。 

②「ききょう通信」を通じて、各地

区のコミュニティ活動を地域全体

で共有し、第２次“ほっとまち”構

想実現に向けた情報発信を行う。 

予算額    １１８,０００円 

 

４．広報業務の整備 

広報紙編集作業を事務局（市民セン

ター）へ移管する方向で検討を進め

移管に伴う課題を整理する。 

 

 

予算額合計  １，６００，０００円 

１．ききょう通信等印刷委託 

年１２回Ａ４サイズカラー印刷毎

号４頁で５,８００部発行 

  １００,８０４円×１２回 

   （１,２０９,６４８円） 

 総集編冊子発刊 ８０部  

      ２７５円×８０部 

（振込手数料含２２,４４０円） 

決算額  １,２３２,０８８円 

 

２．広報業務の運営 

①防犯・防災情報などの地域の情

報をＬＩＮＥ、Facebook、市民セン

ターの情報は適宜更新してホーム

ページに掲載し情報を提供 

②ＰＣの経年劣化に伴い入替え 

 

LINE 公式ｱｶｳﾝﾄ  ６６,０００円 

資機材購入   １５８,２０５円 

 

決算額     ２２４,２０５円 

  

３．広報活動の展開 

タウン情報紙「ＹＯＵ」による編集

研修会を受講して取材から発行ま

で、広報活動のスキルアップを図

った。 

広報活動費    ７４,０００円 

消耗品等     ６８,１５１円 

決算額     １４２,１５１円 

 

４．ききょう通信発行フロー作成 

編集作業の移管を検討されるに際

して、一連の作業を整理しフロー

にして取り纏めた。 

 

 

決算額合計 １，５９８，４４４円 

１．ききょう通信は毎月５日に

自治会・区組長を通じて５,３８

２部を各戸に、地域内外の関係

部署へ２２１部配達された。 

部数見直し、通年４頁発行によ

り６年度比２４４,６６２円経

費削減。なお、地区の事情による

各戸配布の方法や早期配布につ

いては連合会で引続き検討され

る。 

２．協議会のＬＩＮＥ友だち登

録者数が３８０人に達し、特殊

詐欺注意喚起等の周知に活用、

登録者数増加の伸びに鈍化の傾

向。 

③協議会旧ホームページレンタ

ルサーバ契約とメールドメイン

（事務局、広報）管理契約を解約

し１２月に市に統合して貰い、

６年度比年間約１６,０００円

経費削減となった。 

 

３．部会等主催行事、２４区のコ

ミュニティ活動、スクールニュ

ース等現場での取材に取組み、

「ききょう通信」の紙面を充実

した。 

子どもから現役世代、高齢者ま

で、その活動の様子を写真と記

事で伝えて活気あるまちづくり

に寄与した。 

４．事務事業調査検討委員会が

立上げられ、「ききょう通信」発

行フローをもとに、９年度から

の編集作業事務局移管が進めら

れる。 



 
健 康 推 進 部 会 

令和７年度事業計画 実     績 評価及び反省 

１．第１８回ききょう健康まつり 
 地域の皆さまに健康について再

認識していただき、暮らしの中で

健康つくりを考え実践し、いき 

いきとした桔梗が丘を目指す。 
場 所 桔梗が丘市民センター 
実施日 令和 7 年 11 月 30 日（日） 
 
 

予算額   １００，０００円 
 
２．中国健康体操（太極拳式） 
 高齢者でも出来る穏やかな動き 
の体操で、高齢者の運動への関心 
選択肢を広げる 
 予算額    １５，０００円 
 
３．らく楽！体操教室 
「最近、躓くことが多くなった」 
「健康の為に何か始めたい」 
「自宅で簡単で楽に出来る体操が

したい」という方に。 
＊青竹ふみ 
＊音に合わせて有酸素運動 
＊心地よいストレッチでリラックス 

＊楽しい脳トレ 
予算額   １４０，０００円 

 
４．健康講座 
＊健康に関する講演を行う。 
実施日 令和 8 年 1 月 24 日（土） 
場 所 桔梗が丘市民センター 
 

予算額    １５，０００円 
 
５．健康リズム体操 
実施月 ７月・９月・１１月・１月・

３月の５回実施 
予算額    ４０，０００円 

  

 
内容・インボディ測定  ５１名 
  ・足指力測定    ５２名 

・高齢度チェック  ４８名 
  ・べジ・肌チェック ５３名 

・よろず健康相談  ３６名 
・眼のよろず相談  ２５名 

  ・中国式健康体操  ４８名 
  ・食べ物ビンゴ大会１２１名 
決算額    ７７，２８０円 

 
 
7、9、11、2 月の 4 回実施 

参加者 ７５名 
 
決算額         ０円 

 
 
前期 ４月～９月 １０回実施 
      参加者 420 名 
後期１０月～３月 １０回実施 

参加者 247 名 
実施回数       ２０回 
参加者延べ 合計 667 名 
場所(前期）桔梗が丘市民センター 
（後期)桔梗が丘南市民センター 
決算額   １３３，６４０円 

 
・演題 「眼の健康について」 
 （高齢者に多い眼の病気と予防） 
・講師 福喜多眼科医院 
    院長 福喜多 光志先生 

参加者 ９７名 
決算額     ６，３５０円 

 
 

参加者１２２名 
 
決算額    ５３，０７８円 

 

 
・長年続けてきた「歯の検診」 
 を「眼のよろず相談」に、リズ 
 ム体操を「中国式健康体操に」 
新たにべジ（野菜摂取量）肌チ

ェックを入れる等、マンネリ

化していた内容の刷新を図っ

た。これからもニーズに合わ

せ魅力ある健康祭りを目指す 
 
 
・講師、リーダー、ビデオを基に 
行ったが、開催回数も少なく、

まだまだ参加者が慣れていな

い。もう一年続ける中で、今後 
の継続を検討する。 
 

 
・毎年申込者が枠を超えるほど

人気が高く、高齢者の運動要

求の高さが感じられる。 
申し込みされたが、参加でき 
なかった人も多く、その受け 
皿を別途考える必要がある。 

 
 
 

 
・非常に寒い日であったが、多数 
の参加があり、眼の健康への 
関心の高さを感じた。眼の 
健康が、高齢者のフレイル 
問題と密接な関係があること 
が分かり、有意義であった。 

 
・長年（13 年）開催してきたが、 
 参加者も固定化され、講師の 
 負担も大きくなっているため 
今年度をもって終了とする。 

 



 
健 康 推 進 部 会    

 
 

 

令和７年度事業計画 実     績 評価及び反省 

６．健康ウォーキング 
 健康のため歩くことを主眼とし

て実施する。 
実施予定日 令和 7 年 10 月 30 日 

場   所 比奈知ダム周辺 
予算額    ３０，０００円 

 
７．生活習慣病予防料理教室 

生活習慣病を予防する料理の知

識を習得する。 
実施月 7 月・11 月・2 月 
場 所 市民センター 調理室 

予算額    ３０，０００円 
 
８．スクエアステップ 
躓き転倒及び認知症予防に効果が

あり、簡単に楽しく出来るエクサ

サイズ。 
実施日 令和７年 4 月～ 
令和 8 年 3 月 ３６回 
場 所 桔梗が丘市民センター 
    桔梗が丘南市民センター 
予算額    ２０，０００円 

 
９．市の集団がん検診、特定検診を 

桔梗が丘で実施する。 
実施日 令和７年 8 月 
場 所 桔梗が丘市民センター 

予算額    ３０，０００円 
 
10．雑費 
 
 
予算額合計  ４２０，０００円 

 
雨天のため中止した 
 
 
 
決算額         ０円 

 
 
  参加者 合計  ５２名 
 
 
 
決算額    １０，５３０円 

 
 
・実施回数及び参加者 
 初級 ２４回 ２６９名 
 中級 ２４回 ２０８名 
 男のスクエアステップ  
    １２回  ５４名 
 
 
決算額    ２２，６６０円 

 
・特定検診 7 月 26 日 
         46 名 
・がん検診 8 月 30 日 
         57 名 
決算額    ３０，２４４円 

 
決算額     ２，５５０円 

 
 
決算額合計  ３３６，３３２円 

 
・歩きやすい舗装した道で適度 
 なアップダウンもあるため 

選択したコースであったが、 
雨天により中止とした。次年 
度再挑戦する。 

  
・食生活改善推進協議会指導の 
 もと、栄養に関する知識を 

学び楽しく調理し、美味しく 
試食した 

・長年（12 年）開催してきたが、 
 今年度をもって終了とする。 

 
 

・参加者がほぼ固定化され、これ 
以上の広がりが期待できない 
為と、またリーダーの養成に 
より地域（桔梗２，７，８番町、 
南、自治会、4 番町婦人会）で 
行われるようになり、一定の 
成果を上げたので、今年度を 
もって終了とする。 
 

・市民センターで実施できた 
 ため、広報の他、特に部会の 
援助を必要としなかった。 

 
 
 
部会案内葉書 



 
住 民 交 流 部 会  

   

令和７年度事業計画 実     績 評価及び反省 

１．第４回 桔梗まつり 
子どもから大人まで地域住民が交

流し親睦を深める秋の行事とする。 
普段の生活では出合うことのない

桔梗が丘の“ひと もの こと”に接し

桔梗が丘を再発見する機会とする。 

（期待する効果） 
・地域住民の方々が模擬店や催しに

中心となって参加することにより、

地域住民同士また会場に来てくれ

る人たちとの交流をはかる。 
１）実施日 令和 7 年 10 月 18 日(土) 
２）実施場所  英心高校グラウンド

及び体育館 
３）実施内容 

① 模擬店・フリーマーケット 
② 吹奏楽部の演奏  
③ アトラクション  
④ 模擬店利用券の配付 

予算額 ８２０，０００円 
 

２．ﾊｯﾋﾟｰﾆｭｰｲﾔｰ・ききょうﾌｪｽﾀ 
子どもたちが中心になる催しで新

年を祝うとともに、子どもたちの地

域活動への参加を促す行事とする。 
（期待する効果） 
子どもたちや近隣の人々が参加す

ることにより、地域住民同士の交流

を図り、共に住みよい地域づくりに

参加していこうとする意識を持つ。 
１）実施日 令和 8年 1 月 11 日（日） 
２）実施場所 桔梗が丘市民センター 
３）実施内容 

① ワークショップ 
② 子ども向けイベント 
③ 赤飯の振る舞い  
④ お菓子の屋台村 
予算額  １２０，０００円 
 

予算額合計  ９４０，０００円 

１．第４回 桔梗まつり 
１）令和７年 10 月 18 日（土） 

11 時～15 時 
２）英心高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ及び体育館に

て開催。参加人数：約 3,500 人 
３）実施内容  
・模擬店は 39 店が出店。桔梗再発

見や英心高校ﾌﾞｰｽも盛況だった。 
・桔梗が丘中学校音楽部の演奏に

加え、英心高校三味線部の演奏、

地域の方々有志による『オー･シャ

ンゼリゼ』『桔梗が丘』の合唱も響

かせることができた。 
・ｱﾄﾗｸｼｮﾝは、子ども神輿足揃え、

よさこいｿｰﾗﾝ、ｱﾝｼﾝﾀﾞｰｼｮｰ、伊賀

琉真太鼓、｢おきつも鉄道｣等、盛

りだくさんであった。 
・予算オーバーを避けるため模擬

店利用券を２００円で配布。 
   決算額 ８１８，０５０円 

 
２．ﾊｯﾋﾟｰﾆｭｰｲﾔｰ・ききょうﾌｪｽﾀ 
・実施にあたっては、世界のおも 
ちゃ体験を地域福祉部会、桔`ず 
ひろばは教育文化部会の協力を得 
て実施した。 
・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの感染拡大が懸念され 
たために、対面式の遊びや、世界 
のおもちゃ体験と桔`ずひろばの 
入替え中止、赤飯持ち帰り。 
お菓子の福袋から自分で選べる屋

台村を実施した。 
・参加者は 147 人（乳幼児 25 
人、小中学生 35 人、成人 35 人） 
運営ｽﾀｯﾌとして 52 人に協力して

いただいた。 
 

決算額 １０３，７７０円 
 
決算額合計 ９２１，８２０円 

・模擬店利用券の引換所の場所

を変更したことにより混雑が緩

和できた。 
・『法被や浴衣で集まろう』のイ

ベントには多くの浴衣や参加者

集まりﾌｫﾄｽﾎﾟｯﾄも好評であった。 
・模擬店のﾃﾝﾄを自前でお願いし

たところ出店者（ｷｯﾁﾝｶｰ含む）の

多く（25 店）が応じてくれ、ﾃﾝﾄ

の準備作業が助けられた。 
・警備員の人数を１名増やしこ

とで、駐車場や会場への誘導がス

ムーズにできた。 
・学生ボランティアに『ボランテ

ィア活動証明書』を渡し、ﾎﾞﾗﾝﾃ

ｨｱに参加する意欲付けを行った。 
・次年度の開催予定日 
令和 8 年 10 月 17 日（土） 

・場所：英心高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ及び 
    体育館 
 
・参加人数は昨年度に比べ、3 年

生以上が少なかったので全体の

参加者が減った。実施内容を再検

討して行きたい。 
・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞが広がる時期であっ

たが、感染防止対策に留意して実

施した。 
・世界のおもちゃ体験と桔`ずひ

ろばの活動時間９０分が確保で

きたのでゆっくり体験すること

ができ、活動を十分楽しむことが

できた。 
・お菓子の福袋から自分で選ぶ

ことができるお菓子の屋台村に

なり好評であった。 
・次年度の開催予定日 
  令和 9 年 1 月 11 日（日） 
・場所：桔梗が丘市民センター 



 
教 育 文 化 部 会   

令和 7 年度事業計画 実    績 評価及び反省 

１．桔’ずセミナー（第 21 回） 
  地域の子どもたちが大人と共 
  に学びながら触れ合うことを  

  目的として開催。 
(1) 夏の桔’ずセミナー 
  ５講座 各 4 回実施 
  
 
 
(2) 冬の桔’ずセミナー 
  ５講座 １回実施 
 
 
 
(3) ニューイヤーフェスタに 
  「桔’ずあそび」で協力  
 
 
 
 
  予算額  ３７０，０００円 
 
 
２．青少年が語る「こころの思い発 

  表会」（第 29 回） 
  現代の子どものこころの思い  

  を、作文発表を通じて地域の方 
  に理解していただく。 
  作文発表 
  桔梗内 3 小学校 各２名 
  桔梗が丘中学校   ４名 
          計 10 名 
  演奏 
  桔梗が丘中学校音楽部 
  冊子配布 
 
   予算額  １８０，０００円 
 
予算額合計  ５５０，０００円 
 

(1)夏 7/24・7/31・8/7・8/21（木） 
 料理：シェフに挑戦 
 手芸：ふわふわクッション 
 科学：言葉は生きている 
 囲碁：宇宙に手入れ 
 ボードゲーム：ボードゲームで 
 楽しくコミュニケーション 
  参加延べ人数 児童 224 名  
  大人 148 名 高校生 33 名 
(2)冬 12/13（土） 
 料理・手芸・科学・囲碁 
 ボードゲーム 
  参加人数 児童 37 名 
  大人 68 名 高校生 5 名 
(3)ニューイヤーフェスタ 1/11 
 昔遊び 6 コーナー 
 書初め・ボードゲーム・かるた 
 ぴょんぴょんカエル・こま回し 
 お手玉 毬付き  34 名参加 
 
  決算額  ３１５，６６４円 
 
 
実施日 11/2（日） 

    市民センター祭 2 日目 
作文文発表者小６・中４ 計 10 名 
松田淑子先生（学校教育室長） 
より総評をいただく。 
桔梗が丘中学校音楽部は日程が合 

わず、不参加となった。 
冊子 発表者・学校・関係者に 
配布。120 冊 
参加者 約 120 名 
 
 
 
 決算額   ９８，４１１円 

 
決算額合計  ４１４，０７５円 
 

(1)子どもたちは、意欲的で楽し 

 く取り組んでいた。 
 多くのボランティア・民生・ 
 高校生ボランティアの協力を 
 得ることが出来た。 
 
 
 
 
(2)参加者の少ない講座もあった 

 が、楽しく学べた。 
 夏同様多くの人の協力を得た。 
  
 
(3)シールラリーで多くの子ども 

 たちが、6 コーナーを楽しく体 

 験することが出来た。 
 
 
 
 
 
 
子どもたちは将来、防災、いじめ 
など真剣に考えており、周りの人

や家族のことをどんなに大切に

思っているかが、よく伝わった。 

地域のみなさんは静かに熱心に

聞いてくれた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
生 活 安 全 部 会   

令和７年度事業計画 実     績 評価及び反省 

１．防犯カメラ設置 

 

 

予算額  ２００，０００円 

 

２．防犯パトロールの実施 

  

 

 予算額   ３８，８００円 

 

３．命の赤い笛の贈呈 

  

 

 

 予算額   １５，０００円 

 

４．「地域の課題」を考える講演 

  の開催 

防災、防犯被害を考える講演会 

予定日：令和 7 年 9 月 13 日(土) 

 

 予算額   ２０，０００円 

 

５．生活安全標語の募集 

  地域のコミュニティの輪を 

広げることを目的として 

区内の 3小学校 6年生を 

対象に募集する。  

  予算額   ７６，０００円 

 

６．普通救命講習会の開催 

 （年度内 3回開催） 

 

 

 予算額     ２，０００円 

 

 

予算額合計 ３０８，０００円 

桔梗が丘市民センター及び南市民

センターに設置 

 

決算額   １６７，２６７円 

 

桔梗が丘 24 区を 4地域に分け、 

青色回転灯装着車で月 5回巡回 

 

決算額    １０，８０２円 

 

桔小:６１個、東小:２５個 

南小:３３個 

贈呈式 4/1(水)10:00 から３小学校

の各校長に贈呈した。 

決算額    １３，８６０円 

 

開催日：令和 7年 9月 13 日(土) 

講師 名張警察署地域課  

寸劇「悪徳商法詐欺事件の手口」 

劇団“いが悪徳バスターズ”による

寸劇 

 決算額    １２，０６５円 

 

桔梗が丘小学校  78 名 

桔梗が丘南小学校 48 名 

桔梗が丘東小学校 30 名 

             合計 156 名 

 

決算額    ４０，９２０円 

 

令和７年 9 月 6 日（土）12名 

令和７年 10 月 19 日（日) 13 名 

令和８年 3 月 14 日（土) 13 名 

                   合計 38名 

 決算額     ４，０４３円 

 

 

決算額合計  ２４８，９５７円 

カメラ設置要望箇所48箇所の内

小学校等 4箇所、公園 10箇所を

最優先に設置に向け推進する。 

 

 

巡回することで防犯の抑止に繫

がり、３小学校及び公園周辺を

重点的に運行する。 

運転者の参画が課題。 

 

新入学児童の交通、防犯、防災に

役立つように配布。4/6 桔梗が丘

東小学校の入学式に参列した際

紹介があった。ききょう通信5月

号に掲載予定。 

 

特殊詐欺については、年々巧妙

化しており参加意識が高まって

おり今後も継続する。 

 

 

 

 

標語(交通、生活、防犯、防災)を

11/3～11/14 桔梗が丘市民セン

ターギャラリーに掲示するとと

もに ads に報道依頼し放映され

た。 

 

 

39 回受講者 514 名 

救命講習に対する意識が高まり

つつあり今後は、参加者募集方

法について検討を図っていきた

い。 

 

 

 

 



快 適 環 境 部 会  
令和７年度事業計画 実   績 評価及び反省 

１．環境を守る運動 

  地域の環境を守り育てる 

 

１）公園美化運動 

 ・地域の皆様と部会のみどりの  

  会との協働連携作業です。 

 ・桔梗の森公園のクリーン活動 

  は 2 カ月に 1回、偶数月の 

第一月曜日、9時～10 時の 

30 分の間。 

「雨天の場合は中止」とする 

 ・6 月は名張市クリーン大作戦の

日程に合せ行動する。 

  

予算額    ８０，０００円 

 

 

２）セアカゴケグモの駆除及び調査 

 年 2回（5月、10月）予定   

  地域内の保育園、幼稚園、3小

学校、南小学校放課後児童クラ

ブの 6施設。 

 

 

 

 

 

 

 

予算額    ３０，０００円 

 

 

１．予算額計 １１０，０００円 

 

 

 

 

７年度クリーン活動参加者、年間

計２０８名で６月の名張市クリー

ン大作戦には９０名が参加、その

内英心高等学校依り４８名の皆様

が参加して頂く。 

 

・参加者粗品、傷害保険、飲料水、 

市指定ゴミ袋、情報交換、活動費、 

雑費 

 

決算額    ８９，９５６円 

 

 

 

駆除及び調査日 

ききょうこども園 5／21，10／28 

桔梗が丘幼稚園   5／21，10／28 

桔梗が丘小学校  5／21，10／28 

桔梗が丘東小学校 5／14，10／21 

桔梗が丘南小学校 5／14，10／21 

桔梗が丘南小学校、放課後児童 

クラブ 5／14，10／21 

の 6 施設を実施する。 

・殺虫剤、講師料、活動費 

 

決算額    ２３，７７２円 

 

 

１．決算額計 １１３，７２８円 

 

 

 

 

境環美化に対する啓発意識高め

るため活動を行った。 

作業は安全第一、単独行動の禁

止で作業を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーストラリヤ産毒クモ、特定

外来生物。 

令和３年から調査し５年を 

迎え、受け入れ側も作業主旨を

理解され，協力的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



快 適 環 境 部 会  
令和７年度事業計画      実   績 評価及び反省 

２．環境を知る活動 

地域の自然を楽しみながら環境 

を知り、環境を守る大切さを 

知る。 

１）桔梗が丘東小学校児童の自然 

体験学習支援。 

地域事業部会子どもたちと地域

の絆づくり事業及び桔梗が丘 

みどりの会との協働連携作業。 

場 所  東山ふれあいの森 

実施予定日 11 月上旬予定 

予算額    １８０，０００円 

 

２）バードウォッチング 

桔梗が丘地域の自然を知る活動。 

（桔梗の森公園付近の散策） 

実施予定日令和 8年 1月 10 日（土） 

※雨天の場合は 1月 17日(土)予定 

 

予算額     ３０，０００円 

 

３）ホタル観賞会 

 場 所 桔梗が丘 5番町ｼｬｯｸﾘ川 

 実施予定日 6 月１４日(土) 

午後 7時 30 分～8時 30 分 

※雨天の場合は 6月 21日(土)予定 

 予算額     ３０，０００円 

 

４）「季節の便り」の発行及び掲示 

年間 5 回程度桔梗ガ地内の季

節の見どころを桔梗が丘市民

センター内や桔梗の森公園内

の東屋に掲示紹介する。 

予算額     ２０，０００円 

 

２．予算額計  ２６０，０００円 

 

予算額（１，２）合計 

        ３７０，０００円 

 

実施日 令和７年 11 月 19 日（水） 

参加者総数     １３３名 

・桔梗が丘東小学校４年、５年 

児童６８名ボランチィア 49 名 

ＰＴＡ11名、教職員 5名参加 

・冊子、クリアファイル、弁当 

 飲料水、傷害保険、活動費、 

雑費 

 

 

決算額   １５４，２８１円 

 

・天候に恵まれ桔梗の森公園内の

富士講台池には沢山のカモが我々

を迎えてくれて楽しい時間を過す

事が出来た。参加者２６名。 

・講師料、傷害保険、活動費、 

 カイロ、雑費 

決算額    １３，８６０円 

 

実施日 令和７年 6月 21日(土) 

・参加者 １１０名 

・講師料、市指定ゴミ袋、活動費、 

傷害保険、雑費 

 

決算額    ３１，８７０円 

 

 

 

 

 

 

決算額    １１，７９５円 

 

２．決算額計 ２１１，８０６円 

 

決算額（１，２）合計 

       ３２５，５３４円 

 

自然環境と里山の大 

切さについて学習をする事が出

来た。 

 

 

※、スクールバス 

小学校で手配が出来た。 

 

 

 

 

 

野鳥や水鳥（カモ｝等が毎年来

る様な森の環  

境を地域の皆さん等で 

守り続けたい。 

 

 

 

 

6 月 2日桔梗が丘南小学校 

3 年生児童にシャックリ川に生

息するゲンジホタルについて、

児童 33 名に勉強会を行う。 

 

 

 

普段観る事の出来ない、珍しい

動物、鳥、花等紹介し好評を得

ています。東屋の前に花壇を作

る。 

 



 
地 域 福 祉 部 会   

令和 7 年度事業計画 実    績 評価及び反省 

１．高齢者、障がい者等への友愛訪

問活動 
 
 
  予算額   ４０，０００円 
 
２．年末友愛訪問 
 
 
 
 
 
 

 予算額  ３３０，０００円 
 

３．桔梗が丘「陽だまりのつどい」 
 
   
 
 

予算額  ２３０，０００円 
 

４．いきいきサロン 
 
  予算額  ４４０，０００円 
 
５．障がい者グループホーム交流会 
 
 
 

予算額   ４０，０００円 
 

６．ききょうなかよし広場 
 
 
  予算額   ５０，０００円 
 

予算額合計 
   １，１３０，０００円 

毎月第３金曜日定例会後「陽だま

り」を持って対象者宅を訪問   

1 回あたり約 1,600 枚、回覧を含

め年間約 20,000 枚を印刷 
 決算額         ０円 
 
 プレゼント（チョコレート）を 
 持って対象家庭を訪問 
 ・７５歳以上の 1 人暮らし世帯 
 ・７５歳以上の高齢者のみ世帯 
 ・重度の寝たきりや認知症の方  
  等、特に見守りの必要な世帯 
（1,058 世帯 前年比 39 世帯増） 
 決算額   ３４１，５８８円 
 

7 年 5 月 25 日（日）実施 
桔梗が丘市民センター講堂 
参加者数  247 名 

     （高齢者 154 名） 
 
決算額   ２３０，０００円 

 
地域内 14 か所でそれぞれの実情

に合わせ計画を立て実施 
決算額   ４４０，０００円 

 
令和 7 年 10 月 12 日（日）実施 

 桔梗が丘地区にある３か所の障

がい者グループホームの方を招

き交流 
決算額    ３６，７７６円 
 
毎月１回第３火曜日実施 
桔梗が丘市民センター講堂 
未就園児とその保護者が参加 
決算額    ５０，５９３円 

 
決算額合計 

     １，０９８，９５７円 

・できるだけ声をかけ安否確認

に努めている 
・活動に理解を深めてもらうた

め年６回、各地域に回覧 
・用紙の在庫有りで予算不使用 
 
・ささやかなプレゼントである

が喜んでもらっている 
・団塊の世代が対象者になり今

後も対象人数の増加が予想さ

れる 
 
 
 
 
・会場の混雑の緩和策として対

象年齢を 81 歳以上に引き上

げ駐車場も他サークル利用を

控えてもらうことで安全に開

催できた 
 
 
・地域での孤立を防ぎ、つながり

を深める機会となっている 
 
 
・普段地域との交流や外出も少

ないということでこの行事を

楽しみにしてくれている 
 
 
 
・保護者の育児相談、友達づくり

の場にもなっている 
・毎月 20 組ほどの親子が参加 
 
 



別紙２−１ 令和7年度協議会会計決算書

令和７年度 協議会会計 決算書
収入の部 （単位：円）

項 予　　算 決　　算 差　　額 摘　　　　要

 １ 会費 1,000,000 1,036,600 36,600 地区会費

 ２ 交付金 4,588,000 4,588,000 0 ゆめづくり地域交付金

5,042,800 5,042,800 0 コミュニティ活動費

300,000 300,000 0 事務局経費

5,855,000 5,855,000 0   〃

568,000 531,040 △ 36,960 社会福祉協議会

16,353,800 16,316,840 △ 36,960 

 ３ 補助金 140,000 145,000 5,000 いきいきサロン

 ４ 雑収入 270,000 317,535 47,535 生活習慣病予防普及

50,000 23,580 △ 26,420 軽トラック利用料

320,000 341,115 21,115 

4,968,000 4,982,000 14,000 人件費負担・お助けセンター

1,000,000 0 △ 1,000,000 

917,132 917,132 0 

24,698,932 23,738,687 △ 960,245 

支出の部 （単位：円）

項 予　　算 決　　算 差　　額 摘　　　　要

 １ 人件費 10,344,000 10,344,000 0 職員給料

0 

170,000 133,746 △ 36,254 労働、雇用保険

10,514,000 10,477,746 △ 36,254 

 ２ 総務費 520,000 511,590 △ 8,410 敬老の日記念品、ベスト購入

400,000 359,800 △ 40,200 各委員会、部会会議出席

250,000 365,103 115,103 定時総会冊子作成

50,000 50,000 0 スタッフベスト購入

300,000 300,000 0 消防団桔梗が丘班活動

100,000 0 △ 100,000 

300,000 301,884 1,884 コピー代、他
250,000 179,119 △ 70,881 軽トラ保険、車検、燃料費
150,000 150,000 0 お助けC、絆づくり
100,000 36,449 △ 63,551 銀行振込手数料他

2,420,000 2,253,945 △ 166,055 

 ３ 企画運営費 200,000 64,356 △ 135,644 ほっとまち推進プロジェクト

 ４ 広報費 1,600,000 1,598,444 △ 1,556 ききょう通信
 ５ 健康推進費 420,000 336,332 △ 83,668 らく楽体操、健康まつり
 ６ 住民交流費 120,000 103,770 △ 16,230 ﾊｯﾋﾟｰﾆｭｰｲﾔｰﾌｪｽﾀ

820,000 818,050 △ 1,950 桔梗まつり
940,000 921,820 △ 18,180

 ７ 教育文化費 550,000 414,075 △ 135,925 桔ʼずｾﾐﾅｰ 他
 ８ 生活安全費 308,000 248,957 △ 59,043 防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、防犯カメラ
 ９ 快適環境費 370,000 325,534 △ 44,466 環境を守る活動
１０地域福祉費 1,130,000 1,098,957 △ 31,043 いきいきｻﾛﾝ 友愛訪問
１１積立金 0 0 0 

１２予備費 1,204,132 955,721 △ 248,411 

１３コミュニティ活動費 5,042,800 5,042,800 0 

24,698,932 23,738,687 △ 960,245 

 ＜予算の流用について＞
  当初予算をオーバーする項目については、規程第２０条に基づいて流用しております。

　事業費

　事業費

財政調整積立金

総　　　合　　　計

　事業費

イ 事業費

ロ 桔梗まつり費

小　　　　計

　事業費

　事業費

　事業費

２ 費用弁償費

３ 会議費

４ 研修費

５ 防犯防災費

６ 備品購入費

７ 事務費

８ 車両費

９ 地域事業部補助

10 雑費

小　　　　計

　事業費

１ 事業費(敬老費含む）

 ６ 繰入金(財政調整積立金)

 ７ 繰越金

総　　合　　計

目

１ 給与・手当

２ 報酬

３ 社会保険料

小　　　　計

 ５ 負担金

目

　会費

１名張市交付金基本額

２ 〃(加算額）

３ 〃(特別交付金）

４〃(人件費）

５市社協交付金

小　　　計

市社協補助金

１雑収入

２車両使用料

小　　　計



別紙２－２　令和7年度末の財産目録及び積立金残高報告書

協議会会計
１、財産目録(令和8年3月31日）

（単位：円）

155,091 未払金

800,630 正味財産 955,721

955,721 合　　計 955,721

２、令和7年度（R8.3.31）末の積立金残高（＝定期預金残高）

（単位：円）

財政調整積立金 自然災害積立金 車輛買換積立金 有事の助け合い基金

700472
A-4

700472
A-2

700472
A-3

700472
A-1

1,501,117 1,501,117 1,912,913 417,892

増加 （積立）

（利息） 318 318 405 89

計 318 318 405 89

1,501,435 1,501,435 1,913,318 417,981

前期末残高

減少（取崩）

期末残高

資　産　の　部 負債及び正味財産の部

現　　　金

預　　　金

合　　　計

※現金\155,091の内、商品券\45,000含む

（※）



 

議案第２号 令和７年度地域事業部会事業報告及び特別会計決算の承認に関する件 

 

 令和７年度の地域事業部会事業報告及び特別会計決算の報告を次のとおり行います。 
       １．地域事業部会 ほっとまち茶房ききょう 
       ２．地域事業部会 子どもたちと地域の絆づくり 
       ３．地域事業部会 みどり環境整備保全（桔梗が丘みどりの会） 
       ４．地域事業部会 ききょう農楽園 
       ５．地域事業部会 桔梗が丘お助けセンター 
 
 別紙３ 令和７年度協議会会計決算監査及び業務監査報告書 
  



1．地域事業部会 令和７年度ほっとまち茶房ききょう事業報告及び特別会計決算報告 
 

令和７年度は、長年の課題の茶房新規利用者の増員を図るため幟の掲揚やききょう通信等による広

報対策を実施して茶房の利用者の増員が図られました。 

新規メニューとして夏季限定の「アイスクリーム」「コーヒーゼリー」販売を行い、多くの皆様に

喜んで頂きました。 

「シリウス・七夕コンサート」「シリウス・クリスマスコンサート」「新春お楽しみ会」を開催し

て住民皆様に喜んで頂きました。 

ロビー内のパネル作品展示については、「新春干支の絵馬展」「園児作品展」「桔梗が丘小学校の

陶芸作品展」等を開催して多くの住民の皆様に観賞して頂きました。 

中柱の「ほっとまち茶房ききょうギャラリー」の作品展示についてもサークル等のご協力を頂き、

素晴らしい作品を展示し住民皆様に観賞して頂きました。 

名張市社会福祉協議会が取り組まれている「食糧等支援」活動にも協力して取り組み多数の食糧品

を提供しました。 

三重県食品衛生規則１３条の規定による「福祉の増進を目的に高齢者等に飲食物を喫食等させる事

業」の届出を行い、伊賀保健所より届出済証を受領しました。これにより茶房での各種事業拡大が可

能となりました。 

令和７年度開業日数    ２２３．５日 

１日平均売上額      ３，５２０円 

 

令和７年度ほっとまち茶房ききょう特別会計決算書 

収入の部                                  （単位：円） 

区分 予算額 決算額 摘要 

利用料収入 ７５０，０００ ７８６，４５０ コーヒー等 ７，８６４杯 

市社協補助金 ５０，０００ ５０，０００ 補助金、共同募金還付金 

繰越金 ４６，６６７ ４６，６６７ 令和６年度繰越金 

雑収入 ３３ １８４ 預金利息 

        

   合 計 ８４６，７００ ８８３，３０１  

支出の部                                  （単位：円） 

区分 予算額 決算額 摘要 

運営経費 ８１６，７００ ７８９，２０９ 材料費、交通費実費弁償、消耗品等 

予備費 ３０，０００ ３０，０００ 茶房備品等購入資金積立 

次年度繰越金 ０ ６４，０９２ 令和８年度へ繰越 

             

合 計 ８４６，７００ ８８３，３０１  

令和７年度ほっとまち茶房ききょう積立金決算書                 (単位：円)  

令和６年度末残高 令和７年度積立 令和７年度利息 令和７年度支出 令和７年度末残高 

３７２，７３６ ３０，０００ ６３７ ０ ４０３，３７３ 
 



２．地域事業部会 令和７年度子どもたちと地域の絆づくり事業報告及び特別会計決算報告 

 

 令和７年度においては、これまで取り組んできた通学路花いっぱい運動を継続して、桔梗が丘地内３

小学校あげて取り組み、春秋の花苗育成及び花のプランター設置を行い子どもたちの安全と豊かな心の

成長を目指し取り組みました。また、９年目を迎えた東山ふれあいの森での森林環境教育推進事業自然

体験学習については、令和７年度において桔梗が丘東小学校４年生・５年生児童７０名を対象に、身近

なところにある豊かな自然環境について学ぶことができました。この取り組みは、桔梗が丘自治連合協

議会の快適環境部会・みどりの会をはじめとした地域ボランティアの皆さんや森林づくり名張のボラン

ティアスタッフの協力を得て実施できており、厚く感謝するものであります。この取り組みについては、

３小学校 3回りしたことから一旦終了し、今後は各小学校において、それぞれの自然環境を活かした取

り組みを各小学校ボランティア組織等を中心に検討してまいります。 

 さらに令和７年度においては、桔梗が丘地内の３小学校でのコミュニティースクールの取り組みにつ

いて一層の充実を図るべく「桔梗が丘子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会」において、コミュ

ニティースクール活動の担い手となる 3小学校の学校長・学校運営協議会長・学校ボランティア組織の

代表者・桔梗が丘自治連合協議会企画運営委員長により、それぞれの取り組みの情報交換を行うととも

に、桔梗が丘地域でのコミュニティースクール事業の調整推進役を果たしてまいりました。令和７年度

においては３回理事総会を開催し取り組みを進めました。 

 事業予算については、「名張市放課後子ども教室事業」委託費及び「みえ森と緑の県民税市町交付金活

用事業」補助金の交付を名張市より受け、効果的な事業推進を図ってまいりましたが資材等の値上がり

から財源の確保が厳しく、森林環境推進事業にともに取り組んでいる快適環境部会及び桔梗が丘みどり

の会から自然体験学習事業に一部支出いただきました。 

 

令和７年度子どもたちと地域の絆づくり事業特別会計決算報告書 

収入の部                                  （単位：円） 

区  分 予算額 決算額 備  考 

委託費 １７２，０００ １７２，０００ 名張市放課後子ども教室事業 

補助金 １００，０００ １００，０００ 
みえ森と緑の県民税市町交付

金活用事業 

自治連合協議会負担金  ５０，０００  ５０，０００  

寄付金  ２０，０００  １５，３１７ 寄付金 

合 計 ３４２，０００ ３３７，３１７  

 

支出の部                                  （単位：円） 

区  分 予算額 決算額 備  考 

報償費  ７２，０００  ７２，０００ 講師サポーター実費報償費 

 

 

需用費 

 

    

２７０，０００ 

 

２６５，３１７ 

 

花、苗資材等    163,471 

委託契約印紙       200 

自然体験学習児童移動バス燃

料費               2,409 

自然体験学習用品  77,137 

自然体験冊子      12,100 

記録 DVD 制作      10,000 

合 計 ３４２，０００ ３３７，３１７  

 



３．地域事業部会 令和７年度みどり環境整備保全（桔梗が丘みどりの会）事業実績報告 及び 

特別会計決算報告 

 
 桔梗が丘地内には、桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）
をはじめとして多くの自然緑地が残されており、桔梗が丘のまちづくりにかけがえのないものとなって
いる。しかし面積も広く名張市の管理だけでは充分いきとどいていないのが現状である。そこで、こう
いった環境を整備保全する目的で、桔梗が丘自治連合協議会プロジェクト事業組織として、〞桔梗が丘
みどりの会〞を組織し、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌにより取り組んでいる。桔梗が丘みどりの会では、令和７年度にお
いても下記のとおり取り組んだ。 
（１） 桔梗が丘地内の近隣公園及び緑地の整備保全活動の実施 

桔梗の森公園（１０号公園）を中心において、枯木の伐採処理、除草、園路整備、希少植物保護、 
植樹した樹木保全の作業を毎月定例的に年間延べ１９回実施した。参加したボランティア 
スタッフは延べ１２５人であった。 

（２）桔梗の森公園（１０号公園）においては、名張市からの委託を受け年間延べ２０回作業時等に 
清掃活動を行った。また、コナラ・マツ等の枯木が多く、散策する市民への危険も考えられる 
ことから名張市の委託を受け数多くの枯木を伐倒処理した。 

（３）東山ふれあいの森においての環境教育推進事業の取組 
子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会及び快適環境部会並びに桔梗が丘東小学校と連携 
し、さらに森林づくり名張の協力を得て、東山ふれあいの森において１１月１９日(水)桔梗が丘 
東小学校４年生・５年生児童を対象に子どもたちが里山にふれその大切さを学ぶ環境教育推進事 
業に取り組んだ。 

（４）住民交流部会と連携し英心高校の校舎地の除草活動に協力した。また、快適環境部会とも連携し 
バードウォッチングに先んじて、桔梗の森公園内コースの枯木伐採除草活動等を行った。 

（５）桔梗の森公園（１０号公園）を中心とした上記の活動については、みえ森と緑の県民税市町交付 
金活用事業補助金の助成を受けた。 

令和７年度みどり環境整備保全（桔梗が丘みどりの会）事業特別会計決算書 

収入の部                                  （単位：円） 

区 分 予算額 決算額 摘 要 

委託料 １７９，２００ ３７６，２００ 
名張市 10号公園(桔梗の森公園) 
清掃作業 79,200 
枯木伐採除草等作業 297,000 

みえ森と緑の県民税
市町交付金 

１００，０００ １００，０００ 名張市補助金 

雑収入   ３，０００   ２，１９８ 預金利息 

修繕整備積立金取崩  ５０，０００       ０  

繰越金  ９８，０１２  ９８，０１２ 前年度より繰越 

合 計 ４３０，２１２ ５７６，４１０  

支出の部                                  （単位：円） 

区 分 予算額 決算額 摘 要 

需用費・備品購入費

等 
３８４，２１２ ３６３，４５７ 

みえ森と緑の県民税交付金事業
分     101,530  
一般分     261,927 

保険料 ６，０００   ５，２５０ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ保険料 

報償費  ４０，０００  ２５，０００ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ実費報償 

積立金     ― １００，０００ 機械施設修繕整備積立金 

繰越金    ―  ８２，７０３ 次年度への繰越金 

合 計 ４３０，２１２ ５７６，４１０  

「令和７年度機械施設修繕整備積立金決算」 
令和６年度末決算 積立金額        ８５０，０００円 
令和７年度取崩額                   ０円 
令和７年度積立額             １００，０００円 
令和７年度末決算 積立金額        ９５０，０００円 



４．地域事業部会 令和７年度ききょう農楽園事業報告及び特別会計決算報告 

 

ききょう農楽園は、本年度も農薬を使用しない根菜類を中心に栽培し、地域住民に提供してきまし

た。主催イベントとして実施した『ジャガイモ収穫祭』と『サツマイモ掘り体験』には、家族連れの

参加で盛況となり、子どもたちに収穫体験をしてもらいました。かがやきフェスタでは、サツマイモ

や里芋等を提供し、子どもたちに喜んでもらいました。 

秋に開催された桔梗まつりに、ききょう農楽園のブースを出店しました。収穫した新鮮な豆類を中

心に『ほっとまち茶房ききょう』で販売、お助けセンター配食部会への食材の提供などを行い、きき

ょう農楽園の野菜を多くの地域住民に提供することができました。 

ききょう農楽園は、市民農園の活動を通して、地域住民のふれあい交流を図り、健康づくり、ＳＤ

Ｇｓに寄与しています。 

なお、ききょう農楽園では、一緒に活動されるメンバーを募集中です。先ずは、一度お試し参加を

して、野菜の栽培にチャレンジしてみてください。新鮮な野菜が収穫できますよ！！ 

 

令和 7年度ききょう農楽園事業特別会計決算書 

収入の部                                 （単位：円） 

区  分 予 算 額 決 算 額 摘 要 

会  費 ７１，６００ ６７，６００  

売上金 ６８，０００ １０４，８００  

助成金 ０ ０  

雑収入 １，３４９ ３，０４１ 放課後子ども教室事業等 

繰越金 ９，０５１ ９，０５１ 前年度より繰越 

合 計 １５０，０００ １８４，４９２  

 

支出の部                                 （単位：円） 

区  分 予 算 額 決 算 額 摘 要 

消耗品費 ８０，０００ １３０，２２０ 資材、種、苗、肥料等 

雑費 ６０，０００ ４５，２５６ 運営費、修繕等 

積立金 ０ ０  

予備費（繰越金） １０，０００ ９，０１６ 次年度繰越 

合 計 １５０，０００ １８４，４９２  

 
令和 7 年度積立金                             （単位：円） 

区  分 修繕整備積立金 

令和 6年度末残高 ２０５，００4 

令和 7年度積立金 １７１ 

令和 7年度末残高 ２０５，１７５ 

 



５．地域事業部会 令和７年度桔梗が丘お助けセンター事業報告及び特別会計決算報告 

 

 令和７年度、桔梗が丘お助けセンターの日常生活・外出・配食の３支援部門に新メンバーの加入が

あり、人材不足の解消とはなりませんが、現状を維持する体制が確保できました。 

 お助けセンター３部門の運営に自治会・区の理解と協力が不可欠であり、引き続き働きかけをして

いきます。お助けセンターに配置された協議会事務局職員と支援スタッフの連携により、業務を進め

ることができました。 

 物価高騰による食材費等の負担増は、配食部門の運営に大きな影響を与えることになりました。 

 各部門の実績は、次のとおりです。 

１．日常生活支援サービス 

  作業件数４５件（前年度件数４９件） 

（主な内訳 庭管理［３０件］ 家具移動［５］件） 

２．外出支援サービス 

  利用件数１，０２３件（延２，０２６回）（前年度利用件数1,179件（延2,347回）） 

  （主な行先の内訳 医療機関６２３件、スーパー等３５７件） 

３．配食サービス 

  延利用件数７，５５４食（前年度７，５９４食） （毎週月、水、金曜日） 

 

令和７年度桔梗が丘お助けセンター事業特別会計決算書 

収入の部                                 （単位：円） 

支出の部                                  (単位：円) 

区  分 予 算 額 決 算 額 摘  要 

総 務 費 １，４１１，０００ １，３２９，５６２ 
研修費、通信費、車リー

ス代等 

日常生活支援 １９２，０００ １３７，８８７ 事務費、会議費等 

外出支援費 １，１８０，０００ １，０４８，４７９  

配食支援費 ５，１００，０００ ４，９５２，７４６ 
食材費、施設管理費、消

耗品 

積 立 金 ０   

予 備 費 ２００，０００   

繰 越 金  ３０９，６４８ 次年度繰越金 

合   計 ８，０８３，０００ ７，７７８，３２２  

 令和７年度積立金                             （単位：円） 

 

区  分 予算額 決算額 摘  要 

市補助金 １，５００，０００ １，５００，０００  

社協助成金 ８００，０００ ８００，０００  

自治連合協議会負担金 １００，０００ １００，０００  

利用料 ５，１１０，０００ ４，８０４，８００ 

日常生活支援 111,500 

外出支援   913,800 

配食支援  3,779,500 

雑収入 ９９３ １，５１５ 利息 

前期繰越金 ５７２，００７ ５７２，００７  

合計 ８，０８３，０００ ７，７７８，３２２  

 設備及び備品等修繕整備積立金 公用車購入積立金 

令和６年度末残高 ５９０，０８１ １，１００，２５６ 

令和７年度積立金 １２５ ２３４ 

令和７年度末残高 ５９０，２０６ １，１００，４９０ 



別紙３   令和７年度桔梗が丘自治連合協議会会計決算監査及び業務監査結果 
 
 
１．監査実施日 

令和８年４月１３日（月）   於：桔梗が丘市民センター 
 
２．監査の結果 
 
（１）協議会会計決算監査 
  桔梗が丘自治連合協議会会計決算について、会計帳簿等関係書類を確認し監査した結果、内容に齟齬

が無いことを確認しました。 
また事業報告書と会計決算書とは整合性がとれていました。 
ただ伝票類の処理は８月までの分について乱れた部分が多くあり、今後見直しをお願いします。 

 
（２）地域事業部会会計決算監査 

地域事業部会会計決算について、会計帳簿等関係書類を確認し監査した結果、内容に齟齬が無い事を

確認しました。 
ただし地域事業部会によっては物価上昇・担い手不足等問題が内包しています。継続性を確保するた

めに、各地域事業部におかれては運営の見直しも考慮に入れて進められる事を提案します。 
 

（３）協議会業務監査 
桔梗が丘自治連合協議会の活動について、各委員会・各事業部会・各地域事業部会において、多くの

事業を実践し、“ほっとまち”構想に取り組まれていることを高く評価します。 
またこれらの活動をボランティアとして支えておられる皆様には敬意を表するものであります。 
今年度は第２次桔梗が丘“ほっとまち”構想の策定に取り組まれているところでありますが、そ

の重要性はますます高まっており、期待しています。 

 
 

                         令和８年４月１８日 

                              監事 白岩  昌紀  ○印  

                              監事 竹澤   陽一  ○印  

  



別紙４        令和７年度桔梗が丘市民センター生涯学習事業報告書 

 

学 級・教 室 

名  称 開催日 講師及び参加者 決 算（円） 主 な 内 容 

親子竹細工教室 ・7月 27 日 
赤目竹あかりSDGsプロ

ジェクト 参加者22人 

予）30,000 

実）33,945 

ワークショップ 

（夏休み親子体験教室） 

健康教室 ・1月 16 日 
ヤクルト健康教室 

参加者 23人 

予）---― 

実）----- 

「腸内細菌」と食べ物の

消化 

ヤクルト出前授業  

天体観察会 ・3月 21 日 

遠藤直樹先生とアスト

ロフォ―ラム 

 参加者 44 人 

予）10,000 

実）11,137 
星座を天体望遠鏡で観察 

 

講 座 

名  称 開催日 講師及び参加者 決 算（円） 主 な 内 容 

なばりふるさと講座 ・7月 1日 

皇學館大学  

学長 齋藤平 氏  

参加者 30人 

予）20,000 

実）22,274 

なばりで古くから使われ

ている言葉と文化を学ぶ 

AI・人工知能の進化 ・11 月 25 日 

近代高専 

校長 齊藤公博 氏   

参加者 50人 

予）5,000 

実）5,568 

AI はどこまで進化する

の か・・・ 

“火縄”と 

“藤堂藩の戦術” 
・5月 27 日 

教育委員会    

文化振興担当監 

山口浩司 氏 

参加者 30人 

予）----- 

実）----- 

藤堂藩の政策として竹製

火縄が上小波田で作られ

ていた理由等を学ぶ。 

映画鑑賞会 
・8月 3日 

・2月 8日 

参加者 130 人 

中止 

予）20,000 

実） 3,407 

ふしぎ駄菓子屋「銭天堂」 

中止 

 

行 事 

名  称 開催日 参 加 者 決 算（円） 主 な 内 容 

市民センター祭 
・11/1（土） 

    /2（日） 

各サークル、地域、 

一般住民の皆さん 

参加者 1,800 名 

予）165,000 

実）219,005 

 
・舞台発表 
・作品展示 
・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
 

プチコンサート ・12/20（土） 

出演校 

・名張高校 

・名張青峰高校 

・桔梗が丘中学校 

参加者 350 名 

予）150,000 

実）146,000 

中学校、高校生の音楽部、

吹奏楽部、箏曲部による

恒例のクリスマスコンサ

ート 

 



別紙５−１ 令和7年度市⺠センター会計決算書

令和７年度 市⺠センター会計 決算書

収入の部 （単位：円）

項 予　　算 決　　算 差　　額 摘    要

12,216,000 12,216,000 0 管理業務受託

２　利用料 2,600,000 2,551,829 △ 48,171 センター利用料

1,000,000 997,904 △ 2,096 コピー、印刷代

3,600,000 3,549,733 △ 50,267 

３ その他収入 30,000 59,701 29,701 自動販売機電気代,預金利息他

４　繰入金 0 0 0 

300,000 279,000 △ 21,000 お助け配食部負担

300,000 279,000 △ 21,000 

831,843 831,843 0 

16,977,843 16,936,277 △ 41,566 

支出の部 （単位：円）

項 予　　算 決　　算 差　　額 摘    要

１　管理費 800,000 716,134 △ 83,866 コピー用紙、インク、他

4,500,000 4,329,386 △ 170,614 電気、ガス、上下水道

300,000 309,518 9,518 地下階段手摺、他

100,000 112,146 12,146 NTT⻄⽇本

3,350,000 3,664,633 314,633 夜間警備、館内清掃、EV保守料

300,000 305,764 5,764 パソコン購入、他

750,000 750,595 595 印刷機リース、他

150,000 202,224 52,224 保険、燃料、他

10,250,000 10,390,400 140,400 

２　運営費 100,000 118,979 18,979 生涯学習講師料、プチコン謝礼

0 0 0 

0 0 0 

20,000 12,520 △ 7,480 ハガキ代、他

300,000 323,357 23,357 センター祭、プチコンサート 

30,000 18,450 △ 11,550 振込手数料、他

450,000 473,306 23,306 

３　負担金 4,700,000 4,700,000 0 

４　積立金 0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

800,000 830,200 30,200 

６　予　備　費 777,843 542,371 △ 235,472 

16,977,843 16,936,277 △ 41,566 

 ＜予算の流用について＞
  当初予算をオーバーする項目については、規程第２０条に基づいて流用しております。

総　　　　合　　　　計

目

１　指定管理料

１ センター利用料

２ コピー利用料

小　　　計

 雑収入

１ 積立基金

２ 光熱費負担金

５　繰   越   金

小　　　計

２　旅費

目

１　消耗品費　　　

２　光熱水費　　　

３　修繕料

４　電話料

５　委託手数料

６　備品購入費

７    使用料及び賃借料

８  車両費

小　　　計

１　報償費

総　　　合　　　計

３　印刷製本費

４　郵便料

５　事業費

６　雑費

小　　　計

　人件費負担金

　車両購入

　設備・備品購入

小　　　計

５　消　費　税

（繰 越 金）



別紙５－２　令和7年度末の財産目録及び積立金残高報告書

市民センター会計

１、財産目録(令和8年3月31日）

（単位：円）

205,417 未払金（※） 434,500

771,454 正味財産 542,371                       

976,871 合　　計 976,871

２、令和7年度末（R8.3.31）の積立金残高（＝普通預金残高）

（単位：円）

周年事業積立金 設備・備品購入積立金 車輛購入積立金

（普通預金）
[622269]

（普通預金）
[622241]

（普通預金）
[622255]

1,275,173 601,713 1,120,667

増加 （積立）

（利息） 2,114 997 1,857

計 2,114 997 1,857

1,277,287 602,710 1,122,524

前期末残高

減少（取崩）

期末残高

資　産　の　部 負債及び正味財産の部

現　　　金

預　　　金

合　　　計

※未払い金は「消費税預り金」



 
別紙６   令和７年度桔梗が丘市民センター会計決算監査及び業務監査結果 
 
 
 
 
 
１．監査実施日 

 
令和８年４月１３日（月）   於：桔梗が丘市民センター 
 

 
２．監査の結果 
 
（１）市民センター会計決算監査 

桔梗が丘市民センター会計決算について、会計帳簿等関係書類を確認し監査した結果、内容に

齟齬が無いことを確認しました。 
 ただ伝票類の処理は８月までの分について乱れた部分が多くあり、今後見直しをお願いします。 

 

（２）市民センター業務監査 
市民センターの活動について、数多くの催しものを実施する事ができた事は高く評価するところ

であります。 
今後も生涯学習の拠点として、積極的な地域活動の場を提供して、その地域の課題やニーズに更に

応える事をお願いします。 
市民センターは住民の高齢化・担い手不足の中、地域活動の拠点として地域の課題をくみ上げて一

層の活動をお願いします。 
 
 
 
 

                         令和８年４月１８日 

                              監事 白岩  昌紀 ○印  

                              監事 竹澤   陽一 ○印  

 



　議案第４号　桔梗が丘自治連合協議会規約一部改訂の承認に関する件

桔梗が丘自治連合協議会規約
        現行規約         改定規約案
    第８章 プロジェクト事業部会     第８章 プロジェクト事業部会
（役 職） （役 職）
第79条 プロジェクト事業部会に、部会⻑及び副部会⻑ 第79条 プロジェクト事業部会に、代表及び副代表
    を置く。     を置く。
（選 出） （選 出）
第80条 プロジェクト事業部会の部会⻑及び副部会⻑は、 第80条 プロジェクト事業部会の代表及び副代表は、
    理事会の承認を得て会⻑が任命する。     理事会の承認を得て会⻑が任命する。
（任 期） （任 期）
第81条 部会⻑及び副部会⻑の任期は、第12条の規程を 第81条 代表及び副代表の任期は、第12条の規程を
    準用する。     準用する。
（議決） （議決）
第83条 プロジェクト事業部会の議事は、出席した部会 第83条 プロジェクト事業部会の議事は、出席した部会

    員の過半数で決し、可否同数の時は、代表の決
    するところによる。

（議事録） （議事録）
第84条 議事録を作成し部会⻑が署名する。 第84条 議事録を作成し代表が署名する。

付則 付則
この改定規程は、令和４年５月２１日から施行し、 この改定規約は、令和４年５月２１日から施行し、

 令和４年４月１日から適用する。  令和４年４月１日から適用する。
この改定規程は、令和６年５月１８日から施行し、 この改定規約は、令和６年５月１８日から施行し、

 令和６年４月１日から運用する。  令和６年４月１日から運用する。
この改定規約は、令和８年５月１６日から施行し、

 令和８年４月１日から運用する。

    員の過半数で決し、可否同数の時は、部会⻑の
    決するところによる。



議案第５号 桔梗が丘自治連合協議会理事・監事交代の承認に関する件 
 

 
 

 氏   名 役   職 

 就任する理事・監事 

中井 昭彦 第２ブロック幹事 

鶴田 外志夫 第３ブロック幹事 

 安田 美智子 第４ブロック幹事 

西宮 剛志 健康推進部会長 

 松本 和子 会計責任者 

加藤 千明 監事 

退任する理事・監事 

白岩 昌紀 第２ブロック幹事 

吉岡 和男 第３ブロック幹事 

水谷 直美 第４ブロック幹事 

吉村 末好 健康推進部会長 

植山 則夫 会計責任者 

 竹澤 陽一 監事 

  
新たに就任する理事・監事の任期は協議会規約第３０条及び第９１条の規定により、令和

９年度定時総会の終結時迄となります。 
 
  



           令和８年度 桔梗が丘自治連合協議会関係者名簿  

                  会⻑・副会⻑・理事・監事 

 役職名 氏   名 備   考 

１ 会 長 大垣 孝彦 自治連合会代表幹事 

２ 副会長 関田  昇 
自治連合会副代表幹事       

自治連合会第１ブロック幹事 

３ 副会長  藤本  勝 総務委員会委員長 

４ 理 事 ＊中井 昭彦  自治連合会第２ブロック幹事 

５ 〃 ＊鶴田 外志夫  自治連合会第３ブロック幹事 

６ 〃   ＊安田 美智子 自治連合会第４ブロック幹事 

７ 〃 辻森 保蔵 企画運営委員会委員長 

８ 〃 喜多  勲 広報委員会委員長 

９ 〃 ＊西宮 剛志 健康推進部会長 

１０ 〃 廣岡 貞之 住民交流部会長 

１１ 〃    竹原 啓子 教育文化部会長 

１２ 〃 高野 賢次 生活安全部会長 

１３ 〃 上田  博 快適環境部会長 

１４ 〃    村田 憲子 地域福祉部会長 

１５ 〃  小坂 美代子 地域事業部会 ほっとまち茶房ききょう代表 

１６ 〃   福森  讓 

地域事業部会 子どもたちと地域の絆づくり連

絡協議会代表・みどり環境整備保全（桔梗が丘み

どりの会）事務局長 

１７ 〃  中島 則夫 地域事業部会 ききょう農楽園代表 

１８ 〃  山本 雅信 地域事業部会 桔梗が丘お助けセンター代表 

１９ 〃   川井 勝義 
桔梗が丘市民センター長 

桔梗が丘南市民センター長 

２０ 〃   ＊松本 和子 会計責任者 

２１ 監 事    白岩 昌紀  

２２  〃   ＊加藤 千明  

理事・監事各氏の任期は自治連合協議会規約第３０条の規程により、令和９年度定時総会迄となります。 

迄であります。 ＊印の各氏は本年度より就任。 



 
 
 議案第６号 令和８年度事業計画（案）及び協議会会計予算（案）の承認に関

する件 
 
 

別紙７ 令和８年度委員会・部会事業計画（案） 
別紙８ 令和８年度協議会会計予算（案） 



別紙７ 令和８年度委員会・部会事業計画（案） 
総 務 委 員 会   

令和８年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

１．総会、理事会、自治連合会等の会議の円滑な運営を目 
指す。 
 
 
 

２．規約、規則、規程等の制定又は改正により、協議会運 
営の充実化と円滑化を図り、今後の協議会のあるべき 
方向性や問題点を検討する。 
 
 
 

３．協議会財務内容を点検し、財務方針の明確化を目指す。 
 
 
 
４．指定管理者として、協議会事業と市民センター事業と 

の協働を図り、相互の事業の充実化を目指す。 
 
 

 
５．協議会全体の関係予算 
 
 （内容） 
  １）費用弁償費 
  ２）会議費 
  ３）研修費（協議会の委員会・部会での実施分） 
  ４）防犯防災費（名張市消防団蔵持分団桔梗が丘班） 
  ５）備品購入費 
  ６）事務費（コピー、事務経費） 
  ７）車両費 
  ８）地域事業部補助費 
  ９）雑費 
 
 
 
 
 
 
桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 
 

予算の計上無し 
 
 
 
 
予算の計上無し 
 
 
 
 
 
予算の計上無し 
 
 
 
予算の計上無し 
 
 
 
 
 予算額   ２，０２０，０００円 
  
 
  予算額    ４２０，０００円 
  予算額    ４００，０００円 
  予算額     ５０，０００円 
  予算額    ３００，０００円 
  予算額    １００，０００円 
  予算額    ３５０，０００円 
  予算額    １５０，０００円 
  予算額    １５０，０００円 
  予算額    １００，０００円 
 
       
 
 
 
 
予算額合計  ２，０２０，０００円 



 
企 画 運 営 委 員 会   

令和８年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

１．ほっとまち推進プロジェクト事業の推進 
 
⑴ 自主防災プロジェクト事業 

   ① 自治連合協議会に防災委員会設立検討 
    ＊ 自主防災組織の緊急時活動役割と平常時訓練 

活動等のマニュアル作成 
⑵ 桔梗が丘未来塾プロジェクト事業 

① 協議会（子どもたちと地域の絆づくり事業部会 
及び各関係部会）と３小学校学校運営協議会への 
コミュニティースクール連携協力体制推進 

② 地域共生社会の実現に向けた意見交換会の継続  

 と具体的な施策の検討 
⑶ 桔梗が丘ＳＤＧｓ推進プロジェクト事業 

    ① ＳＤＧｓ講演会及びワークショップの開催 
   ② ＳＤＧｓ啓発活動（ききょう通信掲載） 
 
２．推進の方策及び体制の整備 
 
 ⑴ 自治連合協議会組織・活動の推進 

① R7 年 11 月事務事業調査検討委員会の立上げ、 
R8 年１月各委員会・部会調査、市民センターの 
調査資料の資料まとめ 
R8 年２～随時各ヒヤリングの実施 
R9 年 2 月検討結果を理事会に承認を受ける 
R9 年度定時総会へ改善事項を説明・承認を得る 

② 若い世代の協議会への参画、市民センターの利用 
を促進するためには、若い世代自らが企画、運営管 
理できるようにサポートする必要があり、若い世 
代が活動しやすい条件整備を進める。 

 ③ ボランティア登録制度の活用  
   
⑵ 行政機関との協働による課題解決を図る 

  ① 桔梗が丘駅前活性化 他 
 
 
 
 
 
 
桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める 

 
 
予算額  ：  １００,０００円 

 
 
 
予算額  ：   ３０,０００円 

 
 
 
 
 
予算額  ：   ３０,０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
予算額  ：   ２０,０００円 

 
 
 
 
 
 
 
予算額合計 ： １８０,０００円 

 
 



広 報 委 員 会  

 

令和８年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

１．広報紙「ききょう通信」を発行する。 

 ①「ききょう通信」は、基本Ａ４判４頁カラー印刷で毎

月発行する。 

②発行部数は５,８００部、総集編は８０冊作成する。 

③発行経費の削減に向けて、配布の方法（各戸／回覧）、

印刷（カラー／モノクロ）、紙面のスリム化等今後の広

報紙のあり方について引続き検討する。 

④緊急を要するお知らせ、住民への周知徹底が必要な場

合を除き、情報発信の「ききょう通信」一元化を再度

徹底し、協議会全体で紙資源の使用量削減に努め第２

次“ほっとまち”構想に掲げる「ＳＤＧsの推進」に

寄与する。 

 

２． ＬＩＮＥ等ＳＮＳを活用した広報活動を推進する。 

①ＬＩＮＥ、Facebook による情報発信を拡充、拡大し、

住民生活に密接な防犯・防災情報等のタイムリーな発

信に供する。 

 ②地域の情報化推進に向けた施策を検討し、準備に必要

な資機材を整備する。 

③協議会の運営、活動状況をホームページ通じて広く地

域内外に発信する。 

 

３． 広報活動の推進 

①多世代に親しまれる広報紙「ききょう通信」を指向し、 

 広報委員による積極的な情報収集活動を展開する。 

②「ききょう通信」を介して、各地区のコミュニティ活 

  動の様子を共有し、第２次“ほっとまち” 構想のまち

づくり事業に供する情報発信を行う。 

 

４．広報事務作業の整備 

①協議会で進めている事務事業調査に基づき、令和９年

度からききょう通信発行作業の一部を協議会事務局

（市民センター）へ移管に向けて試行する。   

②移管に伴い必要とする資機材、レクチャー等の体制を

整える。 

 

 

 

桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

１．ききょう通信等発行印刷委託費 

  予算額       １,２３３,０００円 

  （内訳） 

Ａ４版カラー印刷 ５,８００部 

４頁１２回発行   １,２１０,０００円 

総集編冊子８０冊     ２３,０００円 

 

 

 

 

 

 

 

２．広報業務運営費 

  予算額       ２５７,０００円 

 （内訳） 

 協議会ＬＩＮＥ公式アカウント 

   ライトプラン   ６６,０００円 

機材費（カメラ等）   ５６,０００円 

プリンタートナー   ８５,０００円 

プリンター保守    ５０,０００円 

      

３．広報活動費等 

  予算額        ９０,０００円 

  （内訳） 

活動費               ５０,０００円 

消耗品               ４０,０００円 

      

 

４．事務事業移管整備費 

 予算額        ２０,０００円 

 （内訳）  

パーソナル編集長ソフト 

            ２０,０００円 

 

 

 

 

予算額合計      １,６００,０００円 



健 康 推 進 部 会  

令和８年度事業計画(案)の内容 予 算 額 の 明 細 

１．ききょう健康まつり 

（目的）地域の皆様に健康について再認識していただ 

き、暮らしの中で健康づくりを考え実践して 

もらうため開催する。 

（内容）１）高齢度チェック 

    ２）インボディ測定 

     （骨密度・筋肉量・体脂肪率その他） 

     ３）眼のチェック 

     ４）よろず健康相談 

５）よくばり青春体操 

      ６）中国健康体操（太極拳） 

     ７）名張バリバリ体操 

      ８）栄養たっぷり食べ物ビンゴ大会 

（場所）  桔梗が丘市民センター 

（実施日） 令和８年１１月２９日（日） 

 

２．中国健康体操（太極拳式） 

（目的）高齢者でも出来る穏やかな動きの体操で、 

高齢者の運動の選択肢を広げる。 

（内容）太極拳の音楽に合わせ、講師の指導でゆった 

    り体操する 

（場所）桔梗が丘市民センター 

（実施月）令和８年 年 5回実施予定 

      （7月、9月、11 月、1月、3月） 

      ・第 2木曜日午後 1時 30 分～3時 

      （7月のみ第 3木曜日） 

       

３．らく楽！体操教室 

（内容）「最近、躓くことが多くなった・・・」・「健康 

    の為に何か始めたい」そんな声にこたえ、 

自宅で簡単に出来る体操を、専門のインスト 

ラクターのもと指導する。 

     ＊青竹ふみ 

＊音に合わせて有酸素運動 

       ＊心地良いストレッチでリラックス 

＊楽しい脳トレ 

（   (実施)４月～９月前期１０回（5・8月のみ 1回） 

  １０月～３月後期１０回（1・3月のみ 1回） 

（場所）桔梗が丘市民センター・南センター 

 

 

 

１．予算額    １００，０００円 

（内訳） 

１）ビンゴ大会景品代 

         ６０，０００円 

 ２) 講師料    １０，０００円 

  ３) 諸経費    ３０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．予算額     １０，０００円 

（内訳） 

１）諸経費   １０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．予算額    １４０，０００円 

（内訳） 

１）講師料  １３４，０００円 

   前期 10 回 ６７，０００円 

   後期 10 回 ６７，０００円 

     

２）諸経費    ６，０００円 



健 康 推 進 部 会  

 

令和８年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

   

４．よくばり青春体操 

  センター主催で過去に開催していた体操で、根強い 

  人気があり、継続を望む声があるため、健康推進部

会として再開する。 

（実施）７月～３月毎月 1回開催（第４木曜日） 

 

５．健康講座 

（内容）健康に関する関心の高いテーマを選び、専門 

    の医師による講座を開催する。 

（実施月）令和９年 １月２３日（土） 

（場所） 桔梗が丘市民センター 

（演題） 未定 

 

６．成人病予防と健康増進のための料理講座  

（内容）命を養うために、また成人病予防・改善の 

ために必要な正しい食べ物、必要な量、料理 

の仕方について専門家と共に学習する。 

（実施月）令和８年９月、９年２月（年度 2回） 

（場所） 桔梗が丘市民センター 2F 大会議室 

 

７．健康ウオーキング 

（内容）健康のため歩くことを主目的にコースを選定 

し、ウオーキングを実施する 

（実施月）令和８年６月６日（土） 

（場所） 比奈知ダム 

 

８．市の集団がん検診の実施 

（肺がん、胃がん、乳がんマンモグラフィ、子宮がん） 

 （実施日）令和８年７月２５日（土）特定健診 

          ８月２９日（土）がん検診 

 （場所） 桔梗が丘市民センター 

   

９．その他諸雑費  

 

 

 

桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

４．予算額     １０，０００円 

 

 

 

 

 

５．予算額     ２０，０００円 

 （内訳） 

  １）講師料   １０，０００円 

  ２）諸経費   １０，０００円 

 

  

   

６．予算額      ３０，０００円 

   （内訳） 

   １）講師料   ２０，０００円 

２）諸経費   １０，０００円 

 

 

 

７．予算額      ４０，０００円 

 （内訳） 

  １）交通費    ３０，０００円 

  ２）諸経費    １０，０００円 

   

 

８．予算額      ３０，０００円 

 （内訳） 

  １）印刷費   ３０，０００円 

   

 

 

９．予算額     ２０，０００円 

 

 

 

予算額合計    ４００，０００円 



 
住 民 交 流 部 会  

 

令和８年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

１．第５回 桔梗まつり 
子どもから大人まで地域住民が交流し、親睦を深める 
秋の行事とする。 

（期待する効果） 
・地域住民の方々が模擬店や催しに中心となって参加する

ことにより、地域住民同士また会場に来てくれる人たち

との交流をはかる。 
・普段の生活では出合うことのない桔梗が丘の“ひと  
もの こと”に接し桔梗が丘を再発見する機会とする。 
１）実施予定日 令和 ８年１０月１７日（土） 
２）実施場所   英心高校グラウンド及び体育館 
３）実施内容 
① 模擬店・キッチンカー（３５ブース） 
② 桔梗が丘再発見（おきつも鉄道 他） 
③ アトラクション（吹奏楽部の演奏 他） 
④ スタンプラリー 
⑤ 模擬店利用券の配付（２００円） 

 
 
２．ハッピーニューイヤー・ききょうフェスタ 
子どもたちが中心になる催しで新年を祝うとともに、 
子どもたちの地域活動への参加を促す行事とする。 

（期待する効果） 
・新しい年のスタートをテーマに、行事に参加することに 
より地域の子どもたちの交流を図る。 

・子どもたちや近隣の人々が参加することにより、地域住 
民同士の交流をはかり、共に住みよい地域づくりに参加 
していこうとする意識を持つ。 
１）実施予定日 令和 ９年１月１０日（日） 
２）実施場所    桔梗が丘市民センター 
３）実施内容 
① ワークショップ（内容未定） 
② 子ども向けイベント 
③ 振る舞い（内容未定） 
④ お菓子の屋台村 

 
 
桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 
予算額   １，６８０，０００円 

 （収入）  
 １）繰出し金       820,000 円 

 ２）協賛金      860,000 円 

 （支出） 

 １）事務経費      80,000 円 

 ２）食料費       150,000 円 

  ３）会場整備費     40,000 円 

 ４）音響設備費    620,000 円 

 ５）イベント費     170,000 円 

 ６）チラシ広報費    40,000 円 

 ７）警備費      185,000 円 

 ８）シャトルバス   165,000 円 

 ９）模擬店利用券   230,000 円 

 
 
 
 

 予算額     １２０，０００円 

 （内訳） 

 １）ワークショップ費 

              10,000 円 

 ２）子ども向けイベント費 

30,000 円 

 ３）振る舞い費 

             30,000 円 

 ４）お菓子の屋台村費 

             50,000 円 

 
 
 
 
 
 
 
 
予算額合計    ９４０，０００円 
         ※協賛金を除く 



 
教 育 文 化 部 会   

令和８年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

1. 桔’ずセミナー（第 22 回） 
  子どもたちに体験や学びの場を提供。 
  地域の大人と共に学びながら触れ合うことを目的と  

  して開催。 
 
 （内容） 
 (1)夏の講座 7/23・7/30・8/６・8/20（木） 

   料理・手芸・科学・囲碁・ボードゲーム・マネーセ

ミナーの６講座 

   対象：料理は４～６年生・他は１～６年生 

   夏の桔’ずセミナーはセンターと共催 

 

(2)冬の講座 12/12（土） 

   料理・手芸・科学・囲碁・ボードゲームの 5講座 

   対象：料理は４～６年生・他は１～６年生 

 
 
 
 
２．青少年が語る「こころの思い発表会」（第 30回） 
  現代のこどものこころの思いを作文発表を通して 
  地域の方に理解していただく。 
  子どもたちを守り育てる活動に繋げる。 
 
 （内容） 
 (1)作文発表 桔梗内３小学校学校各２名 

        桔梗が丘中学校４名   計１０名   

 (2)演奏   桔梗が丘中学校音楽部 

 (3)実施日  １０月２４日（土） 

 (4)場所   桔梗が丘市民センター講堂 

 (5)冊子配布 発表者・学校・関係者に配布 

 (6)30 周年事業としてゲスト（元発表者）１～２名を 

   お招きし、メッセージをいただく。 

  但し、６学年が３学級の小学校については、３名の 

  発表も可。 

 

 
  
 桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 
 

予算額      ３５０，０００円 
［内訳］ 

  講師謝礼        90,000 円 

  講座補助       150,000 円 

  保険加入費       20,000 円 

  事務費         10,000 円 

  反省会費        30,000 円 

  ボランティア交通費   30,000 円 

  予備費         10,000 円 

  年間会議費       10,000 円 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
予算額     ２００，０００円 

 ［内訳］  

  報償費         50,000 円 

  音楽部謝礼・運送代  100,000 円 

  印刷代         30,000 円 

  保険・予備費      20,000 円 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
予算額合計     ５５０，０００円 



 
生 活 安 全 部 会   

令和８年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

１．防犯カメラを設置 

目的 

  ・桔梗が丘地区の安心・安全を最優先 

  ・子供に対する犯罪抑止・不審者の動向把握 

  ・認知症による徘徊者・迷子の早期発見 

      地区内設置 

   ２４区内４８箇所について、学校・公園周辺を優先 

 

２．防犯パトロールの実施、桔梗が丘防犯パトロール隊 

 ・青色回転灯パトロール 青色回転灯装着車１台 

  ・実施要領 ： 月４回、１回 約１時間 

   桔梗が丘地区内を４コースに分け、車両に隊員２人 

が乗車しそれぞれのコースを巡回する。 

  （毎月５日、１５日、２０日、２５日土・日を除く) 

   特に、３小学校周辺を重点に警戒に当たる。 

 

３．命の笛贈呈 

  ・令和８年４月、地区内の３小学校の新入児童等に 

      贈呈する。 

 

４． 「地域の課題」を考える講演  

令和８年９月５日（土）１０時～１２時 開催予定 

  「犯罪被害を考える講演会」市民センター講堂 

 

５． 生活安全標語の募集 

  地域のコミュニティの輪を広げることを目的として 

  地区内の３小学校４年生を対象に募集する。 

  

６． 普通救命講習会 

・開催回数 ：年度内２回（１０月、３月） 

・開催場所 ：名張消防署舎内  

・参加者数 ：１回１５人 合計３０人  

・講習内容 ：1)止血法   2)異物除去法  

     3)心肺蘇生法 4)AED 取扱法 

 

 

 

桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

予算額     ４００，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

予算額      ３８，０００円 

（内訳） 

活動費     ２８，０００円 

雑 費     １０，０００円 

 

 

 

 

予算額      １５，０００円 

 

 

 

予算額      ２０，０００円 

 

 

 

予算額      ４５，０００円 

     (参加賞としての筆記具代) 

 

 

予算額       ２，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額合計    ５２０，０００円 



快 適 環 境 部 会  

令和８年度事業計画(案)の内容 予 算 額 の 明 細 

 
１．環境を守る活動 
   地域の環境を守り育てる。 
 
 
１）公園美化運動 

地域ボランティアの皆様や地域事業部会の桔梗が丘 
みどりの会との協働連携作業で、桔梗の森公園の 
クリーン活動を２ヶ月に 1 回実施する。 

  （４，６，８，１０、１２、２）月の原則第１月曜日 
  の午前（９時～１０時３０分）に実施する。 
   
  但し６月 7 日（日）は名張市クリーン大作戦（第２２

回目）に参加するため、桔梗が丘クリーン大作戦と 
称し、桔梗が丘地内の幹線道路を数班に分かれ行う。 
又、桔梗の森公園内のクリーン活動も同時に実施す

る。 
作業後のコ―ヒタイムで情報交換と親睦を図る。 

   (6 月は除く)。 
 ＊雨天の場合は中止とする。 

 
 

２）セアカゴケグモの駆除及び調査 
  子どもたちの集まる施設を中心に駆除及び調査を行 

う。 
駆除及び調査は年 2 回（5 月、10 月）の予定 

① ききょうこども園 （旧桔梗が丘保育園） 
② 桔梗が丘幼稚園 
③ 桔梗が丘小学校 
④ 桔梗が丘東小学校 
⑤ 桔梗が丘南小学校 
⑥ 桔梗が丘南小学校、友だちクラブ(旧南幼稚園) 

     合計６施設を対象に実施する。 
 

＊雨天の場合は作業日を変更する。 

 
１．環境を守る活動 
  予算額計   １３０，０００円 
 
 
１）公園美化運動 
  予算額    １００，０００円 

 
（内訳） 
参加者粗品、傷害保険、飲料水、 
市指定ゴミ袋、雑費 

          ８５，０００円 
  情報交換会   １５，０００円 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
２）セアカゴケグモの駆除及び調査 
 予算額     ３０，０００円 

 
  （内訳） 
 殺虫剤、講師料、傷害保険 

 雑費            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



快 適 環 境 部 会  

 

令和８年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

 

２．環境を知る活動 

  地域の自然を楽しみながら環境を知り、環境を守る 

大切さを知る。 

 

１）ホタル観賞会 

   場所  桔梗が丘５番町（シャックリ川） 

   実施日 ６月１３日(土) 

   時間  午後７時３０分～８時３０分 

       （ゲンジホタル生息） 

＊雨天の場合は６月２０日（土）の予定。 

 

 

２）バードウォッチング 

 （桔梗が丘地内の自然環境を知る活動） 

 

桔梗の森公園付近の散策    

実施日  令和９年（2027 年）1月９日(土) 

   時 間  ９時～１０時３０分の間 

＊雨天の場合は１月１６日(土)の予定。 

 

 

３）「季節の便り」の発行及び掲示 

 

   年間５回程度、桔梗が丘地内の生き物だよりや 

   季節のみどころを、桔梗が丘市民センター及び 

桔梗の森公園内の東屋に掲示し紹介する。 

 

 

 

 

 

桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

２．環境を知る活動 

  予算額計   １００，０００円 

 

 

１）ホタル観賞会 

  予算額     ４０，０００円 

  （内訳） 

    講師料、傷害保険、雑費 

          

 

 

 

２）バードウォッチング 

  予算額     ３０，０００円 

  （内訳） 

    講師料、傷害保険、雑費 

 

 

 

 

 

３）「季節の便り」 

  予算額     ３０，０００円 

（内訳） 

講師料、雑費 

 

 

 

 

 

 

予算額合計（１,２）２３０，０００円 



 
地 域 福 祉 部 会   

令和８年度事業計画（案）の内容 予 算 額 の 明 細 

１．高齢者、障がい者等への友愛訪問活動 
・毎月 1 回、地域担当の民生委員が広報誌「陽だまり」 
を持って対象者を訪問し安否確認と相談・支援活動 
を実施 

  ・民生委員児童委員活動を広く知ってもらうために 
   「陽だまり」を各地域に奇数月回覧する 
 
２．年末友愛訪問 
  ・年末、見守りの必要な世帯へ友愛品（プレゼント） 

を持って訪問 
     ７５歳以上一人暮らし世帯 
     ７５歳以上高齢者のみの世帯 
     重度寝たきりや認知症の方がいる世帯 
 
３．桔梗が丘「陽だまりのつどい」 
  ・81 歳以上の高齢者が親睦と交流を図る 
  ・実施予定日：令和 8 年 5 月 31 日（日） 
  ・実施場所 ：桔梗が丘市民センター講堂 
  ・参加予定数：約 200 名 
 
４．いきいきサロン 
  ・地域内 14 か所の小地域で集い、高齢者同士近隣の 
   絆を深めお互いの顔が見える中で友達づくりや絆

作りの機会とする 
  ・各サロンの年間計画に基づき実施 
 
５．障がい者グループホーム交流会 
  ・地域内 4 か所の障がい者グループホームとの交流 
   グループホーム 1 か所増 
  ・実施予定日：令和 8 年 10 月 4 日（日） 
  ・実施場所 ：桔梗が丘市民センター講堂 
 
６．ききょうなかよし広場 
  ・未就園児とその保護者の集い 
  ・実施日時 ：毎月第 3 火曜日 10 時～ 
  ・実施場所 ：桔梗が丘市民センター講堂  
 
 
桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 
 

 予算額      ３０，０００円 
  「陽だまり」印刷費 
 
 
 
 
 
 予算額     ３４０，０００円 
  友愛品購入費 
 
 
 
 
 
 予算額     ２３０，０００円 
 
 
 
 
 
 予算額     ４４０，０００円 
 
 
 
 
 
 予算額      ４５，０００円 
 
 
 
 
 
 予算額      ４５，０００円 
 
 
 
 
 
予算額合計  １，１３０，０００円 
 



別紙８　令和８年度協議会会計予算（案）

令和８年度 協議会会計 予算(案）
収入の部 （単位：円）

項 前年度予算 前年度決算 R8年度予算 対前年度予算比 摘　　　　要

 １ 会費 1,000,000 1,036,600 1,000,000 0 地区会費
 ２ 交付金 4,588,000 4,588,000 4,594,000 6,000 ゆめづくり地域交付金

5,042,800 5,042,800 5,010,400 △ 32,400 コミュニティ活動費
300,000 300,000 300,000 0 事務局経費

5,855,000 5,855,000 5,855,000 0   〃
568,000 531,040 568,000 0 社会福祉協議会

16,353,800 16,316,840 16,327,400 △ 26,400 
 ３ 補助金 140,000 145,000 145,000 5,000 いきいきサロン
 ４ 雑収入 270,000 317,535 270,000 0 生活習慣病予防普及

50,000 23,580 50,000 0 軽トラック利用料
320,000 341,115 320,000 0 

4,968,000 4,982,000 5,000,000 32,000 人件費負担、お助けセンター

1,000,000 0 1,000,000 0 
917,132 917,132 955,721 38,589 

24,698,932 23,738,687 24,748,121 49,189 

支出の部 （単位：円）

項 前年度予算 前年度決算 R8年度予算 対前年度予算比 摘　　　　要

 １ 人件費 10,344,000 10,344,000 10,344,000 0 職員給料
0 0 0 0 

170,000 133,746 170,000 0 労働、雇用保険
10,514,000 10,477,746 10,514,000 0 

 ２ 総務費 520,000 511,590 0 △ 520,000 
400,000 359,800 420,000 20,000 各委員会、部会会議出席
250,000 365,103 400,000 150,000 定時総会冊子作成
50,000 50,000 50,000 0 

300,000 300,000 300,000 0 消防団桔梗が丘班活動
100,000 0 100,000 0 
300,000 301,884 350,000 50,000 コピー代他
250,000 179,119 150,000 △ 100,000 軽トラ保険、燃料費
150,000 150,000 150,000 0 お助けC、絆づくり
100,000 36,449 100,000 0 銀行振込手数料他

2,420,000 2,253,945 2,020,000 △ 400,000 
 ３ 企画運営費 200,000 64,356 180,000 △ 20,000 自主防災プロジェクト他
 ４ 広報費 1,600,000 1,598,444 1,600,000 0 ききょう通信
 ５ 健康推進費 420,000 336,332 400,000 △ 20,000 らく体操、健康まつり
 ６ 住民交流費 120,000 103,770 120,000 0 ﾊｯﾋﾟｰﾆｭｰｲﾔｰﾌｪｽﾀ

820,000 818,050 820,000 0 ききょう祭り
940,000 921,820 940,000 0 

 ７ 教育文化費 550,000 414,075 550,000 0 桔ʼずｾﾐﾅｰ 他
 ８ 生活安全費 308,000 248,957 520,000 212,000 防犯カメラ、防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
 ９ 快適環境費 370,000 325,534 230,000 △ 140,000 環境を守る活動
１０地域福祉費 1,130,000 1,098,957 1,130,000 0 いきいきｻﾛﾝ、友愛訪問
１１積立金 0 0 0 0 
１２予備費 1,204,132 955,721 1,653,721 449,589 （繰越金）
１３コミュニティ活動費 5,042,800 5,042,800 5,010,400 △ 32,400 

24,698,932 23,738,687 24,748,121 49,189 

 ５ 負担金

目

　会費

１名張市交付金基本額

２ 〃(加算額）

３ 〃(特別交付金）

４〃(人件費）

５市社協交付金

小　　　計

市社協補助金

１雑収入

２車両使用料

小　　　計

３ 会議費

 ６　繰入金(財政調整積立金)

 ７ 繰越金

総　　合　　計

目

１ 給与・手当

２ 報酬

３ 社会保険料

小　　　　計

１ 事業費(敬老費含む）

２ 費用弁償費

イ 事業費

４ 研修費

５ 防犯防災費

６ 備品購入費

７ 事務費

８ 車両費

９ 地域事業部補助

10 雑費

小　　　　計

　事業費

　事業費

　事業費

財政調整積立金

総　　　合　　　計

ロ 夏まつり費

小　　　　計

　事業費

　事業費

　事業費

　事業費



 
 
 議案第７号 令和８年度地域事業部事業計画（案）及び特別会計予算（案）の

承認に関する件 
 
 
 
 令和８年度地域事業部事業計画（案）及び特別会計予算（案）の報告を次のとおり行いま

す。 
   １．地域事業部会 ほっとまち茶房ききょう 
   ２．地域事業部会 子どもたちと地域の絆づくり 
   ３．地域事業部会 みどり環境整備保全（桔梗が丘みどりの会） 
   ４．地域事業部会 ききょう農楽園 
   ５．地域事業部会 桔梗が丘お助けセンター 



１． 地域事業部会 令和８年度ほっとまち茶房ききょう事業計画（案）及び特別会計予算(案) 

 

 

令和８年度は、茶房利用者は引続き増加が見込まれる状況です。一方でコーヒー豆等原材料の 

物価上昇により収支状況が非常に厳しい状況にあります。 

住民の皆さんが気軽に立ち寄り、安心・安全にふれあい交流の場となるよう、サービススタッフ 

の「おもてなし」で、「ほっと一息つける居場所」にしていきます。 

令和８年度の主な取り組み 

○ 歌声喫茶の定期開催 

   歌声喫茶は、住民の要望も多く、毎月第４水曜日に定期開催を計画していきます。 

〇 各種イベントの開催 

本年度も皆様からの要望に応えするため「シリウス七夕コンサート」「シリウスクリスマス 

コンサート」「新春お楽しみ会」のイベントの開催を実施していきます。 

ロビー展については、市民センターの賑わい創出と子供・若い世代の利用者増を図るための 

「園児作品展」「干支の絵馬展」を本年度も開催を実施していきます。     

 ○ 他の団体との協賛事業 

農楽園の農作物の販売については、センター利用者等に好評を得ました。本年度も更なる拡大を 

図っていきます。 

○ ロビー中柱（ほっとまち茶房ききょうギャラリー）の作品展示 

中柱の作品展示を各サークル等のご協力を頂きながら開催していきます。 

 ○ ボランティアスタッフの確保 

円滑な運営を確保するため、スタッフの増員確保を図ります。 

○ コーヒー豆等の物価上昇に対する対応策について 

利用料金の値上げについては、茶房運営委員会で検討を重ねていきます。 

 

令和８年度ほっとまち茶房ききょう事業特別会計予算（案） 

（収入の部）                                （単位：円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

利用料収入 ７５０，０００ コーヒー等 ７５００杯 

市社協補助金 ５０，０００ 補助金、共同募金還付金 

繰越金 ６４，０９２ 令和７年度繰越金見込 

雑収入 ５００ 預金利息 

合 計 ８６４，５９２  

 

（支出の部）                                （単位：円） 

区  分 予 算 額 摘  要 

運営経費 ８３４，５９２ 材料費、実費弁償、消耗品費等 

予備費 ３０，０００ 茶房備品等購入資金積立 

   

合 計 ８６４，５９２  

 



２．地域事業部 令和８年度子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会事業計画（案） 

及び特別会計予算（案） 

 

 令和８年度においては、桔梗が丘子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会主体の３校合同の 

事業として引き続き通学路花いっぱい運動を中心に据えて春は花の種をまき、苗を育て、秋は花の苗

を購入し、３校のボランティア組織が連携をとりながら花を育て、通学路を花いっぱいにして子ども

たちと地域の絆を深めてまいります。 

また、東山ふれあいの森での森林環境教育推進事業については、３小学校が３回づつ実施したこと 

から令和７年度をもって一旦終了し、９年間の取り組み成果を踏まえて３小学校それぞれ独自の取り 

組みを検討してまいります。 

 今後の子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会の大きな取組みとしては、重要性が叫ばれてい

るコミュニティスクール活動の推進について、その活動の中心となる桔梗が丘地内３小学校の学校

長・学校運営協議会長・各学校ボランティア組織代表者と桔梗が丘自治連合協議会の取りまとめ調整

役として企画運営委員長により理事会を構成し、情報交換及び連携を進めてまいります。具体的に

は、桔梗が丘地内３小学校それぞれの地域性に即した学校ボランティア組織のコミュニティスクール

活動について、その独自性を尊重しつつ相互の連携も図りながら推進してまいります。また、子ども

たちの放課後の居場所づくりについて、それぞれの学校地域でのボランティア組織の取り組みを支援

してまいります。 

 事業予算につきましては、名張市放課後子ども教室事業委託費の助成を受け事業実施してまいりま

す。 

 

 

令和８年度子どもたちと地域の絆づくり事業特別会計予算（案） 

 

（収入の部）                              （単位：円） 

 

（支出の部）                              （単位：円） 

 

区 分 予算額 摘 要 

事業委託費 １７２，０００ 名張市放課後子ども教室事業 

寄附金 ２，０００  

自治連合協議会負担金 ５０，０００  

合 計 ２２４，０００  

区 分 予算額 摘 要 

報償費 ７２，０００ サポーター・講師等実費報償費 

需用費 １５２，０００ 
花種子、苗、土、資材、肥料他 

購入 

合 計 ２２４，０００  



３．地域事業部会 令和８年度みどり環境整備保全桔梗が丘みどりの会事業計画(案） 
及び特別会計予算(案） 

 

 桔梗が丘地内には、桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）

をはじめ、ため池を中心に多くの自然緑地が残されています。 

また、東山ふれあいの森など近隣にも里山が広がっています。その豊かな自然と緑は、住宅団地であ

る桔梗が丘に住まいする住民にとって、かけがえのないものとなっています。名張市に散在するこうい

った自然緑地は、名張市の所有となっていますが財政難の折、細やかな管理は名張市の限られた予算の

中で地域に委ねているのが現状であります。そういった中で、桔梗の森公園（１０号公園）をはじめと

した桔梗が丘地内の自然緑地については、桔梗が丘自治連合協議会の地域事業部会組織である〞桔梗が

丘みどりの会〞が中心となって他の部会組織とも連携し保全管理につとめているところであります。今

後も継続して取り組みを進めてまいります。令和８年度において計画している主な事業の内容は、次の

とおりであります。 

（１） 桔梗の森公園（１０号公園）、鳴滝公園（１１号公園）、野鳥公園（西５号公園）をはじめとした

桔梗が丘地内及び近隣の自然緑地の保全管理に取り組みます。 

（２） 桔梗の森公園（１０号公園）については、名張市から清掃の委託を受け作業実施します。 

また、マツ等の枯木の伐倒処理及び市施行箇所以外の除草並びに諸々の所管理等についても 

一部名張市より委託を受け実施します。 

（３） 桔梗が丘自治連合協議会の様々な取組等にも参画します。 

（４） 自然環境の保全に取り組んでいる他の団体とも、趣旨が合致する範囲において連携した活動に

も取り組みます。 

（５） 令和８年度名張市みえ森と緑の県民税市町交付金活用事業補助金の採択を受け、桔梗の森公園

(１０号公園)をはじめとした桔梗が丘地内及び近隣の自然緑地や里山において枯木の伐倒処

理・コナラ等実生植物の保護育成・除草・自然緑地にふさわしい植物の植栽保全等、みどり環境

の整備と保全を図ってまいります。特に公園内の桜の木が枯れてきており伐採処理を行うとと

もに今年度は植樹を行う計画であります。 

 

令和８年度みどり環境整備保全（桔梗が丘みどりの会）事業特別会計予算（案） 

（収入の部）                                （単位：円） 

（支出の部）                                （単位：円） 

令和７年度末修繕整備積立金残高決算額    ９５０，０００円 

令和８年度取崩予算額             ５０，０００円 

令和８年度積立予算額                  ０円 

令和８年度末修繕整備積立金予算額      ９００，０００円 

区  分 予 算 額 摘 要 

委託料   １７９，２００ 
名張市 10号公園清掃作業   79,200 

10 号公園枯木伐採除草作業 100,000 

みえ森と緑の県民税市町交付金
事業補助金 

 １００，０００ 名張市補助金 

雑収入     ２，０００ 利息、寄付金等 

修繕整備積立金取崩    ５０，０００ 苗木等植樹 

繰越金    ８２，７０３ 前年度より繰越 

合  計  ４１３，９０３  

区  分 予 算 額 摘 要 

需用費・備品購入費等    ３７７，９０３ 
みえ森と緑の県民税交付金事業分 

１０１，０００ 
一般分  ２７６，９０３ 

保険料     ６，０００ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ保険料 

報償費    ３０，０００ 講師・スタッフ実費弁償 

合  計   ４１３，９０３  



 

 

４．地域事業部会 令和８年度ききょう農楽園事業計画（案）及び特別会計予算（案） 

 

 

ききょう農楽園は、農薬を使用しないで根菜類を中心に栽培を行い、協議会等のイベントやほっと 

まち茶房での即売会、お助けセンター配食サービスへの食材提供など、桔梗が丘住民の皆さんから 

好評をいただいています。 

本年度も桔梗が丘住民の皆さんの支援による協働農園として、収穫物を提供し、栽培する野菜も 

根菜類だけでなく果菜類に挑戦していきます。 

安心してききょう農楽園の活動に多くの住民が楽しく参加し、ふれあい交流の場となるような 

イベントを企画し開催します。 

また、これらのイベント開催により、ききょう農楽園の事業に興味を持っていただき、本事業への

参加者が増え、ききょう農楽園会員の増加につながるように努めます。 

 

・令和８年度の事業 

① ジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、玉ネギ、豆類の品質や収穫量向上 

② ビニールハウスによる果菜類の育苗 

③ 自治連合会、部会、プロジェクト、市民センター等との連携 

④ ききょう農楽園主催の楽しい収穫体験イベントの企画開催 

（5月じゃがいも掘り、10 月さつまいも堀りを開催予定） 

⑤ ほっとまち茶房での即売会、桔梗まつり、健康フェスタへの出品 

 

令和８年度ききょう農楽園事業特別会計予算（案） 

（収入の部）                                （単位：円） 

 

（支出の部）                                （単位：円） 

   

区  分 予 算 額 摘  要 

会  費 ６５，０００  

売上金・支援金 ９４，０００  

繰越金 ９，０１６ 前年度繰越金 

雑収入 １，９８４  

合  計 １７０，０００  

区  分 予 算 額 摘  要 

消耗品費 １１０，０００ 資材、種、苗、肥料等 

雑費 ５０，０００ 運営費、修繕等 

予備費 １０，０００  

   

合  計 １７０，０００  



５．地域事業部会 令和８年度桔梗が丘お助けセンター事業計画（案）及び特別会計予算（案） 
 
  
桔梗が丘お助けセンターは、人の心が織りなす幸せ地域社会であることを願い、日常生活でちょっと

した困りごとで支援を求める人と支援ができる人が相互に助け合うことで「絆」の輪を広げ、安心して

暮らせる「地域づくり」をめざして発足。現在、日常生活支援・外出支援・配食支援の３部門の支援活

動に取り組んでいます。 
本年度においては、昨年度から諸物価高騰による食材・光熱水費・公用車維持管理費など運営コスト

の上昇や活動支援ボランティア不足で支援体制の確保が難しく極めて厳しい運営環境にあります。  
名張市、社会福祉協議会の支援・指導等をはじめ桔梗が丘自治連合協議会・桔梗が丘各自治会と連携

した支援者加入の運営体制の構築により一人でも多くの人が安心して暮らせる生活の支えとなるよう

引続き各支援活動の促進に努めます。 
（日常生活支援） 
 ・家具移動、網戸張替、電球交換等日常生活でお困りごとへの支援 
（外出支援） 
 ・一人では外出が困難な方を対象にドアツードア方式で病院・買い物等送迎支援 
（配食支援） 

  ・弁当の提供と自宅への配達による見守り活動支援 
 

令和８年度桔梗が丘お助けセンター事業特別会計予算（案） 
（収入の部）                                （単位：円） 

（支出の部）                                （単位：円） 

 

区  分 予 算 額 摘  要 
市補助金 １，５００，０００ 要援護者等支援 
社協助成金 ８００，０００ 地域福祉活動 
自治連合協議会負担金 １００，０００ 協議会負担金 

 
利用料 

 

 
４，９１２，８００ 

日常生活支援    １１１，８００ 
外出支援      ９５１，０００ 
配食支援    ３，８５０，０００ 

雑収入 １，１１８  
前期繰越金 ３０９，６４８  

合  計 ７，６２３，５６６  

区  分 予 算 額 摘  要 
総務費 １，４１６，０００ 電話料、リース料、光熱水費、会議費等 
日常生活支援費 １３４，０００ 管理費、消耗品 
外出支援費 １，０８９，０００ ガソリン代、保険料、研修費 
配食支援費 ４，９２７，０００ 食材費、消耗品費 
予備費（繰越金） ５７，５６６  
   

合  計 ７，６２３，５６６  



 議案第８号 令和８年度市民センター生涯学習事業計画（案）及び市民セン

ター会計予算（案）の承認に関する件 

 

 
        別紙９   令和８年度市⺠センター生涯学習事業計画（案） 

   別紙１０ 令和８年度市⺠センター会計予算（案） 
    



別紙９     令和 8年度桔梗が丘市民センター生涯学習事業計画（案） 

 

学 級・教 室（テーマ：保護者と子供とのふれあいづくり） 

講  座 

行  事 

 

名  称 開催時期と回数 予   算 主 な 内 容 

手作り石けん教室 

5 月 23 日㈯ 

10 月 10 日㈯  

全 2 回 

20,800 円 

講師料 12,000 円 

材料費 8,800 円 

天然素材にこだわった石けんづ

くり （人数 8人まで） 

参加費 500 円 

手作りパン教室 

6 月 13 日㈯ 

9 月 26 日㈯ 

全 2回 

  24,000 円 

講師料 12,000 円 

材料費 12,000 円 

天然素材にこだわったパンづく

り （人数 12人まで） 

参加費 500 円 

映画鑑賞会 

8 月 2日㈰ 

2 月 7日㈰ 

全 2回 

  10,000 円 
三重県生涯学習センター等から

借りて楽しめる作品を上映 

マネーセミナー 

キッズセミナーと共

に行う 

7 月 23 日,30 日㈭ 

8 月 6 日,20 日㈭ 

全 4回 

---- 

講師：明治安田生命 

みんなで考えるお金の使い方 

人数 10 人程度 

消費者トラブル等身近な題材を

取り上げて「あなたならどうす

る？」とクイズ形式で分かりや

すく解説する。 

天体観察会 

11 月 14 日㈯ 

（予備日 11 月 21 日） 

１回 

 

12,000 円 星座を天体望遠鏡で観察 

名  称 開催時期と回数 予   算 主 な 内 容 

AI 講座実践編 

6 月 20 日㈯ 

ﾊﾟｿｺﾝとｽﾏﾎの設定 

6 月 27 日,7 月 11 日 

7月 18日,8月 1日㈯ 

各午前と午後 

 

講座：全 10 回 

50,000 円 

前年度の AI（人工知能）講座に

引き続き実践編 

Gemini（人工知能）に旅行パンフ

レットを作成させてみる。その

中で、適切な指示（プロンプト）

の与え方を学ぶ。 

人数 15 人×２ 

参加費（資料代）500 円 

名張の文化、歴史を

知る 

1 月 30 日㈯ 

3 月 6 日㈯ 全 2回 
---- 

名張藤堂家や世阿弥等の話を通

して名張の歴史文化を知る 

名  称 開催時期と回数 予   算 主 な 内 容 

市民センター祭 
10 月 31 日㈯ 

11 月 1 日㈰ 
230,000 円 

・舞台発表・ワークショップ 
・作品展示 

プチコンサート 12 月 19 日㈯ 150,000 円 

出演校 

・名張高校・名張青峰高校 

・桔梗が丘中学校 



別紙１０　令和8年度市民センター会計予算（案）

令和８年度 市⺠センター会計 予算（案）
収入の部 （単位：円）

項 前年度予算 前年度決算 R8年度予算 対前年予算差 摘    要

12,216,000 12,216,000 12,216,000 0 管理業務受託

２　利用料 2,600,000 2,551,829 2,900,000 300,000 センター利用料

1,000,000 997,904 1,000,000 0 コピー、印刷代

3,600,000 3,549,733 3,900,000 300,000 

３ その他収入 30,000 59,701 30,000 0 自動販売機電気代

４　繰入金 0 0 500,000 500,000 周年事業積立金

300,000 279,000 150,000 △ 150,000 お助け配食部負担

300,000 279,000 650,000 350,000 

831,843 831,843 542,371 △ 289,472 

16,977,843 16,936,277 17,338,371 360,528 

支出の部 （単位：円）

項 前年度予算 前年度決算 R8年度予算 対前年予算差 摘    要

１　管理費 800,000 716,134 800,000 0 コピー用紙、インク代、他

4,500,000 4,329,386 4,650,000 150,000 電気、ガス、上下水道

300,000 309,518 300,000 0 南C換気扇修理、他

100,000 112,146 130,000 30,000 NTT⻄⽇本

3,350,000 3,664,633 3,900,000 550,000 夜間警備、館内清掃、EV保守料

300,000 305,764 200,000 △ 100,000 電子ピアノ台

750,000 750,595 800,000 50,000 印刷機リース他

150,000 202,224 300,000 150,000 車検、燃料代、保険

10,250,000 10,390,400 11,080,000 830,000 

２　運営費 100,000 118,979 170,000 70,000 生涯学習講師料、プチコン謝礼

0 0 0 0 

0 0 0 

20,000 12,520 20,000 0 ハガキ代、他

300,000 323,357 340,000 40,000 センター祭、プチコンサート、他

30,000 18,450 30,000 0 振込手数料、他

450,000 473,306 560,000 110,000 

３　負担金 4,700,000 4,700,000 4,700,000 0 

４　積立金 0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 0 

800,000 830,200 850,000 50,000 

６　予　備　費 777,843 542,371 148,371 △ 629,472 

16,977,843 16,936,277 17,338,371 360,528 総　　　合　　　計

３　印刷製本費

４　郵便料

５　事業費

６　雑費

小　　　計

　人件費負担金

　車両購入

　設備・備品購入

小　　計

５　消　費　税

（繰 越 金）

２　旅費

目

１　消耗品費　　　

２　光熱水費　　　

３　修繕料

４　電話料

５　委託手数料

６　備品購入費

７  使用料及び賃借料

８　車両費

小　　　計

１　報償費

総　　　　合　　　　計

目

１　指定管理料

１ センター利用料

２ コピー利用料

小   計

 雑収入

１ 積立基金

２ 光熱費負担金

５　繰   越   金

小   計



　
桔

梗
が

丘
自

治
連

合
協

議
会

組
織

図
　

総
会

（
評
議
員
）

理
事

会

監
査

事
務

局

健
康
推
進
部
会

住
民

交
流
部
会

教
育
文
化
部
会

生
活
安
全
部
会

快
適
環
境
部
会

地
域
福
祉
部
会

令
和
４
年
５
月
２
１
日
現
在

（
会
員
団
体
）

（
桔

梗
が

丘
地

区
）

婦
人

会

高
齢

者
の

会

こ
ど

も
会

育
成

会

保
育

所
・

幼
稚

園
・

保
護

者
会

小
学

校
・

中
学

校
・

高
等

学
校

並
び

に
Ｐ

Ｔ
Ａ

民
生

委
員

・
児

童
委

員
協

議
会

桔
梗

が
丘

商
店

会

名
張
市

消
防

団
蔵

持
分

団
川

北
部

桔
梗

が
丘

班
地
域
事
業
部
会

ほ
っ
と
ま
ち
茶
房
き
き
ょ
う

地
域

事
業

部
会

子
ど
も
た
ち
と
地
域
の
絆
づ
く
り

地
域
事
業
部
会

み
ど
り
環
境
整
備
保
全

地
域
事
業
部
会

き
き
ょ
う
農
楽
園

地
域
事
業
部
会

桔
梗
が
丘
お
助
け
セ
ン
タ
ー

指
定

管
理

市
民
セ
ン
タ
ー

総
務
委
員
会

広
報
委
員
会

企
画
運
営
委
員
会

日
常
生
活
支
援

外
出
支
援

配
食
支
援

自
治

連
合

会

参考資料１　桔梗が丘自治連合協議会組織図



（⾃治会⻑・区⻑） （評議員）
氏   名 自治会・区名 氏   名 選出団体

梶 原 健 蔵 1番町区 竹 内 英 雄 1番町区
関 田     昇 2番町第1区 松 田 英 人 2番町第1区
窪   正 利 2番町第２区自治会 小 川 毅 郎 2番町第２区自治会
小 林   央 2番町第３区自治会 加 藤 千 明 2番町第３区自治会
勝 村 元 彦 3番町区自治会 森 澤 吉 明 3番町自治会
中 井 昭 彦 4番町区自治会 杉 中 清 哉 4番町区自治会
久 國   修 5番町第１区自治会 木 平 正 之 5番町第１区自治会
宮 本 文 也 5番町第２区自治会 ⼩ ⻄ 善 英 5番町第２区自治会
鶴 田 外 志 夫 5番町第３区自治会 高 崎 征 輝 5番町第３区自治会
平 田 敬 一 6番町区自治会 五 島 吉 朗 ６番町区自治会
高 野 賢 次 7番町第１区自治会 清 水 俊 明 ７番町第１区自治会
奥 田 雪 子 7番町第２区自治会 佐 藤 塚 道 ７番町第２区自治会
森 澤   想 8番町第１区自治会 増 田 清 賢 ８番町第１区自治会
武 仲 元 男 8番町第２区自治会 武 仲 生 子 ８番町第２区自治会
宮 崎 優 生 南第1区 久 保 善 紀 南第1区
寺 脇 健 二 南第2区 吉 岡 和 男 南第２区
林     秀 幸 南第3区 里 平 佳 代 子 南第３区
岡 田 志 穂 ⻄１番町⾃治会 谷 口 香 織 ⻄１番町⾃治会
南       ひ ろ み ⻄２番町⾃治会 中 井 佳 世 子 ⻄２番町⾃治会
野 中 政 宏 ⻄３番町⾃治会 江 田 卓 哉 ⻄３番町⾃治会
笠 松 三 郎 ⻄４番町⾃治会 山 口 晴 義 ⻄４番町⾃治会
水 谷 直 美 ⻄５番町⾃治会 横 澤 壽 一 ⻄５番町⾃治会
安 田 美 智 子 ⻄６番町⾃治会 山 中 俊 一 ⻄６番町⾃治会
土 山 仁 希 子 ⻄７番町⾃治会 堀 田 真 澄 ⻄７番町⾃治会

寺 地 由 紀 子 婦人会
雨 宮 松 雄 高齢者クラブ

ー こども会育成会
植 松 ゆ か り 保育所・幼稚園
向 山 律 子 小・中学校（PTA）
桔 梗 寿 子 ⺠⽣委員・児童委員協議会
藤 本 由 紀 子 ⺠⽣委員・児童委員協議会
門 野 由 紀 子 ⺠⽣委員・児童委員協議会

（評議員） 木 平 臣 代 史 桔梗が丘商店会
氏   名 選出団体 大 畑 和 也 消防団

地域事業部会 石 本 公 子 健康推進部会
林 ひ ろ み ほっとまち茶房ききょう 杉 尾 み   ど   り 住⺠交流部会
清 水 克 也 子どもたちと地域の絆づくり 島 田 信 人 教育文化部会
山 田 紀 夫 みどり環境整備保全 武 仲 元 男 生活安全部会
岡 重 嘉 泰 ききょう農楽園 田 中 博 明 快適環境部会
大 谷 町 子 桔梗が丘お助けセンター 辻 森 美 知 子 地域福祉部会

参考資料２　令和8年度自治会長・区長・評議員名簿



参考資料３ 桔梗が丘自治連合協議会関係規定 
 

桔梗が丘自治連合協議会規約 

第 1章 総 則 

（名 称） 

第１条 本会は、桔梗が丘自治連合協議会（以下「協議会」という）と称する。 

（事務所） 

第２条 協議会は、事務所を桔梗が丘市民センター内に置く。 

    名張市桔梗が丘６番町１街区１３１番地の４ 

（目 的） 

第３条 協議会は、豊かで住みよいまち「桔梗が丘」を創造するため、住民の交流を図り、地域

のつながりを深め、住民が主体となって活力と魅力あふれる良好な居住環境及び安全、安心な

生活環境の実現をめざすものとする。 

（運営の原則） 

第４条  協議会の運営は、住民自治の基本である住民参加の自由、発言の自由等を保障する。 

２ 前項を達成するため、次の事項を運営の責務とする。 

 （１）協議会運営の民主制を確保すること。 

 （２）自立した地域社会を創造し、実現に向けての取り組みを行うこと。 

 （３）協議会への活動参加の公平性を確保すること。 

 （４）住民等の意見や要望等の集約をすること。 

 （５）情報の公開及び共有を行うこと。 

 （６）その他、運営上不可欠と思われる事項を実施すること。 

（事 業） 

第５条 協議会は第 3条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。 

 （１）地域住民の健康及び福祉の増進に関する事業。 

 （２）地域住民の交流に関する事業。 

 （３）高齢者の生きがいづくりに関する事業 

  （４）青少年の健全育成に関する事業。 

 （５）自主防犯及び自主防災に関する事業。 

 （６）環境及び景観の保全に関する事業。 

 （７）地域文化の継承及び創出に関する事業。 

 （８）コミュニティビジネス等地域活性化に関する事業。 

２ 前項に掲げるもののほか、特に協議会が必要と認めた事業を行う。 

（地域ビジョン） 

第６条 協議会は、名張市地域づくり組織条例（平成２１年条例第３号）第９条の規定に基づき

桔梗が丘の地理的な特性、自然、産業、歴史及び文化等の地域資源を活用し、課題を解決する

ため、理念、基本方針及び将来像をとりまとめ地域ビジョンを策定し、その実現に向けて努め

るものとする。 

（会 員） 

第７条  協議会の会員は、桔梗が丘地区に居住する住民及び団体、並びに桔梗が丘地区で事業

活動する事業所で構成する。 



 

 

２ 前項で規定する団体及び事業所は、次に揚げるものとする。 

 （１）桔梗が丘地区自治会又は区 

 （２）桔梗が丘地区婦人会 

 （３）桔梗が丘地区高齢者クラブ 

 （４）桔梗が丘地区こども会育成会 

 （５）桔梗が丘地区保育所、幼稚園及び保護者会 

 （６）桔梗が丘地区小学校、中学校、高等学校、並びにＰＴＡ 

 （７）桔梗が丘地区民生委員児童委員協議会 

 （８）桔梗が丘商店会 

 （９）名張市消防団蔵持分団川北部桔梗が丘班 

３  桔梗が丘地区市民センター自主サークルクラブ、各種ボランティア団体その他任意団体、並

びに協議会の趣旨に賛同し、積極的に活動に参加する団体又は事業所は、理事会の承認を得て

第１項の構成団体又は事業所とすることができる。 

（会員の役割） 

第８条  会員は、協議会の行う行事や地域コミュニティ活動及びボランティア活動等への積極

的な参加などを通して、桔梗が丘のより良いまちづくりに貢献する。 

２ 会員は、自治会費（区費）として納入した分から総会で決定された金額を協議会活動経費の

一部として負担する。 

 

第２章 評議員及び総会 

第１節 評議員 

（定 数） 

第９条  評議員の定数は、45 名以内とする。 

２ 評議員の選出母体は、次の各号のとおりとする。 

 （１）桔梗が丘自治会又は区    24 名 

 （２）事業部会           6 名 

 （３）地域事業部会                 5 名 

 （４）団体等           10 名以内 

 

（役 割） 

第 10 条 評議員は、定時総会及び臨時総会において、理事会が提案する議案を審議し、議決す

る。 

２ 評議員は、協議会の運営の諸事項について、理事会に提案することができる。 

（選 出） 

第 11 条 地区自治会選出の評議員は、各自治会の会長、区長またはその組織の責任者が選出し、

協議会会長（以下「会長」という）宛選出届けを提出する。 

２ 各事業部会及び地域事業部会の評議員は、部会長が選出し、会長宛選出届けを提出する。 

３ 各種団体の評議員は、団体の代表者または責任者が選出し、会長宛選出届けを提出する。 

（任 期） 

第 12 条 評議員の任期は、選出後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定



 

 

時総会の終結の時までとする。 

２ 任期満了前に退任した評議員の補欠又は増員により選出された評議員の任期は、前任者又は

他の在任評議員の任期の残任期間と同一とする。 

 

第２節 総 会 

（構成と役割） 

第 13 条 総会は評議員をもって構成し、最高議決機関とする。 

（総会の招集） 

第 14 条 総会は、会長が招集する。 

（定時総会） 

第 15 条 定時総会は、毎年事業年度終了後２ヶ月以内に招集する。 

（臨時総会） 

第 16 条 会長は、評議員総数の３分の１以上の者が会議に付議すべき事項及び開催の理由を記

載した書面を提出して総会の開催の請求をしたときは、その請求があった日から２０日以内に

臨時総会を開催しなければならない。 

２ 前項のほか、会長が必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。 

（総会の開催手続） 

第 17 条 会長は、総会を開催しようとするときは、開会の日の５日前までに、評議員に日時及

び場所、会議に付議すべき事項を示した開催通知を送達しなければならない。 

（定足数） 

第 18 条 総会は、評議員総数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができな

い。 

（議長等の選出） 

第 19 条 総会の議長及び副議長は、評議員の互選により選出する。 

（議長等の任期） 

第 20 条 議長及び副議長の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（議長等の役割） 

第 21 条 議長は、評議員を統括し、総会の運営を行う。 

２ 議長は、第 10 条第 2項に関して、研修や会議等を開催することができる。 

３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（総会の議決） 

第 22 条 総会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。ただし、第 23 条第 3号のうち、制定及び廃止については、出席した評議員の３分

の２以上の決するところによるものとする。 

２ 総会は、第 17 条の規定により、予め通知した議案のみ議決することができる。 

（総会の議決事項） 

第 23 条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。 

 （１）会長、副会長及び理事の承認に関する事項 

 （２）監事の承認に関する事項 

 （３）規約の制定、改正、及び廃止に関する事項 



 

 

 （４）毎事業年度の予算及び事業計画に関する事項 

 （５）毎事業年度の決算及び事業報告に関する事項 

 （６）毎事業年度決算監査及び業務監査報告に関する事項 

 （７）地域ビジョンの策定に関する事項 

 （８）その他重要な事項 

（総会の議事録） 

第 24 条 総会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しなければな

らない。 

（総会の傍聴） 

第 25 条 会員は、定時総会及び臨時総会を傍聴することができる。   

 

第３章 理事及び理事会 

第 1節 理 事 

（定 数） 

第 26 条 理事の定数は２５名以内とする。 

（理 事） 

第 27 条 理事は、次の各号に掲げる者を充て総会の承認を得て就任する。 

 （１）自治連合会代表幹事及び４ブロック選出の幹事 

 （２）総務委員会委員長 

 （３）企画運営委員会委員長 

 （４）広報委員会委員長 

 （５）事業部会各部会長 

 （６）地域事業部会各代表 

 （７）桔梗が丘市民センター長 

 （８）会計責任者 

（役 職） 

第 28 条 協議会は、会長１名及び副会長２名以内を置く。 

（選 出） 

第 29 条 会長は、自治連合会代表幹事をもって充て総会の承認を得て就任する。 

２ 副会長は、理事の中から会長が指名する。 

（任 期） 

第 30 条 理事の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 31 条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

３ 理事は、規約及び総会の議決に基づき協議会の会務を執行する。 

 

第２節 理事会 



 

 

（構成と役割） 

第 32 条 理事会は、理事をもって構成し、協議会の最高意思決定機関であり、組織運営の執行

決議機関とする。 

（招 集） 

第 33 条 理事会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。 

（定足数） 

第 34 条 理事会は、理事総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができ

ない。 

（議 決） 

第 35 条 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（議決事項） 

第 36 条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。 

 （１）総会の招集及び総会に提出する議案等に関する事項 

 （２）事業運営の具体的方針に関する事項 

 （３）規則等の改廃に関する事項 

 （４）受託事業及び指定管理者制度に基づく管理運営に関する事項 

 （５）その他理事会において必要と認める事項 

（議事録） 

第 37 条 理事会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しなければ

ならない。 

 

第４章 自治連合会 

（構成と役割） 

第 38 条 協議会に自治連合会（以下「連合会」という）を置き、区長又は自治会長（以下「区

長等」という）をもって構成する。 

２ 連合会は、協議会と自治会又は区を結ぶ中心的な組織であり、その役割は、地区住民の意思

を反映させ、協議会の運営の根幹を担うものとして活動を行う。 

３ 連合会は、協議会の運営及び施策について理事会に提案及び建議ができる。 

（幹 事） 

第 39 条 連合会に、代表幹事１名、副代表幹事１名及び幹事３名を置く。 

（選 出）  

第 40 条 桔梗が丘２４区を施行規則に定める４ブロックに分けるものとする。その分け方は施  

行規則に定める。 

２ 幹事は、前項に定める４ブロックのそれぞれの代表者とする。 

３ 代表幹事は４ブロックの代表者の互選、もしくは４ブロックの代表者が推薦し、連合会が承

認した者とする。 

４ 互選により代表幹事を選出したブロックは、別に幹事を選出しなければならない。 

（招 集） 



 

 

第 41 条 連合会は、必要に応じて代表幹事が招集し、その議長となる。 

（定足数） 

第 42 条 連合会は、区長等の３分の２以上が出席しなければ議事を開き、議決をすることがで

きない。 

（議 決） 

第 43 条 連合会の議事は、出席した区長等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（議決事項） 

第 44 条 連合会における審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。    

 （１）理事会への付託事項 

 （２）連合会の活動方針に関する事項   

 （３）桔梗が丘全地区に係る自治会活動に関する事項 

 （４）委員会に対する要請に関する事項 

 （５）事業部会よりの要請及び協力体制に関する事項 

 （６）地域事業部よりの要請及び協力体制に関する事項 

 （７）その他連合会会員よりの要請に関する事項 

（地区自治会等の提案） 

第 45 条 桔梗が丘 24地区の区又は自治会（以下「自治会等」という）は、協議会の事業等につ

いて連合会に対して提案することができる。 

２ 連合会は、自治会等が議決した事項の提案並びに具申等を尊重しなければならない。 

（議事録）  

第 46 条 連合会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び連合会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しなければ

ならない。 

 

第５章 委員会 

（委員会） 

第 47 条 協議会に、総務委員会、企画運営委員会及び広報委員会（以下「委員会」という）を

置く。 

２ 各委員会は、施行規則に定める任務等を行う。 

（構 成） 

第 48 条 委員会は、協議会の会員、会員が団体にあっては当該団体が指名する者をもって構成

する。ただし、特に必要な場合は、理事会の承認により、会員以外の者を委員にすることがで

きる。 

（役 職） 

第 49 条 委員会に、委員長、副委員長を置く。 

（選 出） 

第 50 条 委員会の委員長及び副委員長は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

（任 期） 

第 51 条 委員会の委員長及び副委員長の任期は、第 12 条の規定を準用する。 



 

 

（役 割） 

第 52 条 委員会は、理事会より付託された事項、その他協議会の運営に必要な事項の審議検討

を行う。 

（招 集） 

第 53 条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

（議 決） 

第 54 条 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

（議事録） 

第 55 条 議事録を作成し、委員長が署名する。 

（設 置） 

第 56 条 協議会は、必要に応じて新たな委員会を置くことができる。 

２ 新たな委員会は、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。 

 

第６章 事業部会 

（事業部会） 

第 57 条 協議会に第 5 条に規定する事業を行うため「健康推進部会」「住民交流部会」「教育文

化部会」「生活安全部会」「快適環境部会」「地域福祉部会」の６事業部会を置く。 

２ 各事業部会が行う事業の範囲は、施行規則に定める。 

（構 成） 

第 58 条 事業部会は、協議会の会員、会員が団体にあっては当該団体が指名するものをもって

構成する。   

（役 職） 

第 59 条 事業部会に、部会長及び副部会長を置く。 

（選 出） 

第 60 条 事業部会の部会長及び副部会長は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

 （任 期) 

第 61 条 部会長及び副部会長の任期は、第 12条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 62 条 事業部会は、第 5 条に規定する事業を行うため、活動の企画立案を行い、連合会及び

理事会の協力のもと実施する。 

（招 集） 

第 63 条 事業部会は、必要に応じて部会長が招集する。 

（議 決） 

第 64 条 事業部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決

するところによる。 

（議事録） 

第 65 条 議事録を作成し部会長が署名する。 

（設 置） 

第 66 条 協議会は、必要に応じて新たな事業部会を置くことができる。 



 

 

２ 新たな事業部会設置は、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。 

                  第７章 地域事業部会 

（地域事業部会） 

第 67 条 協議会に第５条に規定する事業を行うため「ほっとまち茶房ききょう」「子どもたちと

地域の絆づくり」「みどり環境整備保全」「ききょう農楽園」「桔梗が丘お助けセンター」の５

地域事業部会を置く。 

２ 各地域事業部会が行う事業の範囲は、施行規則に定める。 

（構  成） 

第 68 条 地域事業部会は、協議会の会員、会員が団体にあっては当該団体が指名するものをも

って構成する。 

（役 職） 

第 69 条 地域事業部会に、代表及び副代表を置く。 

（選 出） 

第 70 条 地域事業部会の代表及び副代表は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

（任期） 

第 71 条 代表及び副代表の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 72 条 地域事業部会は、第 5条に規定する事業を行うため、活動の企画立案を行い、連合会及

び理事会の協力のもと実施する。 

２ 独立採算制を原則とする。 

（招 集） 

第 73 条 地域事業部会は、必要に応じて代表が招集する。 

（議 決） 

第 74 条 地域事業部会の議事は、出席した部会員の過半集で決し、可否同数のときは、代表の決

するところによる。 

（議事録） 

第 75 条 議事録を作成し代表が署名する。 

（設 置） 

第 76 条 協議会は、必要に応じて新たな地域事業部会を置くことができる。 

２ 新たな地域事業部会設置は、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。 

 

   第 8 章 プロジェクト事業部会 

（プロジェクト事業部会） 

第 77 条 協議会に地域ビジョンにより策定された事業を行うにあたり、プロジェクト事業部会

を置くことができる。 

２ プロジェクト事業部会は、それぞれの目的達成に向けて計画を策定し運営を行う。 

（構 成） 

第 78 条 プロジェクト事業部会は、協議会の会員、会員が団体にあっては該当団体が指定する

者をもって構成する。 

（役 職） 



 

 

第 79 条 プロジェクト事業部会に、部会長及び副部会長を置く。 

（選 出） 

第 80条 プロジェクト事業部会の部会長及び副部会長は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

（任 期） 

第 81 条 部会長及び副部会長の任期は、第 12条の規定を準用する。 

（運 営） 

第 82 条 プロジェクト事業部会は、目的達成等のために規約等を作成し運営を行う。 

２ 運営は、独立採算制を原則とする。 

（議 決） 

第 83 条 プロジェクト事業部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、

部会長の決するところによる。 

（議事録） 

第 84 条 議事録を作成し部会長が署名する。 

（報告義務） 

第 85 条 プロジェクト事業部会は、理事会と自治連合会に、９月に活動中間報告を、３月に活

動年間報告及び決算報告を行うとともに、次年度の事業計画を提出しなければならない。 

２ プロジェクト事業部会は、理事会及び自治連合会より活動等に関する報告要請を請けた時、

速やかにこれに応じなければならない。 

３ 理事会は、プロジェクト事業部会の活動状況を総会に報告し、承認を得なければならない。 

 

第 9 章 施設管理運営 

（施設の管理運営） 

第 86 条 協議会は、名張市の条例で定める指定管理者制度により、施設の管理運営を行うこと

ができる。 

２ 名張市との協定及び契約条件の変更又は解約については、理事会の承認を得るものとする。 

３ 協議会は、施設の管理にあたり、指定管理者制度の趣旨を尊重し、地域住民の活動拠点とし

て利用者の立場をよく理解して行わなければならない。 

４ 市民センターの管理運営に関する事項は、「市民センター管理運営規定」に定める。 

（施 設） 

第 87条 協議会が指定管理者制度により管理運営する施設は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１）桔梗が丘市民センター 

 （２）桔梗が丘南市民センター 

 

                 第 10 章 受託事業 

（受託事業） 

第 88 条 協議会は、名張市の業務を契約に基づき受託すること（以下「受託事業」という）が

できる。 

（受託事業の執行） 

第 89 条 協議会は、事業計画等を作成し、受託事業を執行する。 

 



 

 

第 11 章 事務局 

 

（事務局） 

第 90 条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長（市民センター長兼務）と会計責任者を置く。 

３ 事務局の定数は 10名以内とする。 

（職 務） 

第 91 条 事務局の職務は、次の各号に掲げる事項とする。 

 （１）協議会の運営に関する事項 

 （２）市民センターの管理運営に関する事項 

 （３）協議会の事業及び市民センター活動を円滑に遂行するための業務に関する事項 

 （４）総会、理事会、連合会及び委員会の会議に関する事項 

 （５）名張市との連絡調整に関する事項 

 （６）構成団体との連絡調整に関する事項 

 （７）その他、会長が必要と認める事項 

 

                第 12 章 会 計 

（会 計） 

第 92 条 協議会の会計年度は、毎年 4月 1日から翌年の 3月 31 日までとする。 

２ 協議会の会計は、協議会会計及び市民センター会計、並びに特別に設置を必要とする場合の 

特別会計とする。 

（財 産） 

第 93 条 協議会の財産は、会費、負担金、事業に伴う収入、市の交付金及び寄付金等の収入に

よる。 

２ 協議会の財産は、理事会の定めるところにより会長が管理する。 

３ 協議会が解散する場合の財産処分は、総会の決するところによる。 

（経 費） 

第 94 条 協議会の経費は、財産をもって充てる。 

（事業計画及び収支予算） 

第 95 条 協議会の事業計画及び収支予算は、定時総会までに会長が作成する。 

（予算編成） 

第 96 条 協議会の予算は、委員会及び事業部会の予算要求に基づき総務委員会が予算原案の作

成をする。 

２ 総務委員会が作成した予算原案は、連合会及び理事会で審議する。 

（予算の執行） 

第 97 条 予算は、総会で承認された事業計画に基づき執行する。 

２ 会計年度終了後、定時総会で新年度の予算が承認されるまでの間は、前年度の予算に準じて

収入及び支出をすることができる。 

３ 緊急に新たな事業の実施の必要が生じたとき、或いは、事業計画の変更の必要が生じたとき

は、理事会の承認により変更することができる。 



 

 

４ 前項により予算の変更を行ったときは、直近の総会に報告しなければならない。 

（監査義務） 

第 98 条 会長は、毎事業年度終了後速やかに事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査

を受けなければならない。 

（出 納） 

第 99 条 協議会及び市民センターの出納事務は、会計処理規程に基づき会計責任者の権限と責

任において行う。 

２ 会計責任者は、四半期毎に予算の執行状況を理事会に報告するものとする。 

３ 金銭出納処理及び関係書類の保存に関する事項は会計処理規程に定める。 

 

 

第 13 章 評価制度 

（評価制度） 

第 100 条 協議会の活動が効率効果的に行われ、その成果を検証するため評価制度を導入する。 

２ 協議会における運営、活動及び事業等すべての取り組みを評価の対象とする。 

（評価の方式） 

第 101 条 評価の方式は、事業部会が行う自己評価と企画運営委員会が行う総合評価とする。 

２ 事業部会が行う自己評価は、事業毎に終了後速やかに行う。 

３ 評価は、今後の事業に有効にかつ有益に反映されるものでなければならない。 

（評価結果の報告） 

第 102 条 企画運営委員会が行った総合評価の結果は、理事会に報告する。 

 

第 14 章 監 査 

（監 査） 

第 103 条 監査は、協議会の運営等に対する会計処理及び業務審査を監査機能の専門性及び独立

性を充実させて行い、監査機能に対する会員の信頼性を高めるとともに、協議会の発展に寄与

するものとする。 

（監 事） 

第 104 条 監査業務執行のため監事を置く。 

２ 監事は 2名とし、総会の承認を得て会長が任命する。 

３ 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 

（任期等） 

第 105 条 監事の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（監査方法） 

第 106 条 監査は、定期監査及び随時監査により実施する。 

２ 定期監査は、会計年度終了後 2ヶ月以内に行う。 

（監査結果の報告） 

第 107 条 監事は、監査結果を総会に報告しなければならない。 

２ 理事会は、監査結果を尊重し協議会の運営に反映させる為に協議しなければならない。 

 



 

 

                 第 15 章 情報公開 

 

（情報公開） 

第 108 条 協議会は、その運営及び活動を広報紙、インターネットのホームページ等を通じ、適

宜適切に全員に広報するとともに、広聴に努めなければならない。 

２ 協議会は、毎事業年度の予算及び事業計画、毎事業年度の決算及び事業報告、並びにその監

査結果を公表しなければならない。 

３ 協議会は、会員からの情報公開の要求に対しては、施行規則に定める手続きにより理事会が

行うものとする。 

（情報の共有） 

第 109 条 協議会は、地域内外の各種情報を積極的に収集するとともに、適時関係団体等に提供

するものとする。 

２ 連合会は、地域内の各種情報を積極的に収集するとともに、理事会等関係機関に提供するも

のとする。 

 

                 第 16 章 雑 則 

（監査請求） 

第 110 条 会員は、協議会の運営等に疑義のあるときは、監査の請求を行うことができる。 

２ 監査請求の手続き等は、施行規則に定める。 

（規則等への委任） 

第 111 条 協議会の運営に必要な規則、規程等は、別に理事会で定める。 

（実費弁償） 

第 112 条 協議会は、その活動に従事した理事及び部会員等に対し、実費弁償をすることができ

るものとする。 

 

附 則 

この規約は、平成 22年 5 月 8 日から施行し、平成 22 年 4月 1 日から適用する。 

この改定規約は、平成 26 年 5 月 17 日から施行し、平成 26 年 4月 1 日から適用する。 

この改定規約は、平成 28 年 5 月 21 日から施行し、平成 28 年 4月 1 日から適用する。 

この改定規約は、平成 29 年 5 月 20 日から施行し、平成 29 年 4月 1 日から適用する。 

この改定規約は、令和  4 年 5 月 21 日から施行し、令和 4 年 4月 1 日から適用する。 

この改定規約は、令和 6 年 5 月 18 日から施行し、令和 6 年 4月 1 日から適用する。 

この改定規約は、令和 7 年 5 月 17 日から施行し、令和 7 年 4月 1 日から適用する。 



会計処理規程  
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、桔梗が丘自治連合協議会規約第 12 章の規定に基づき、桔梗が丘自治連合協議会

（以下「協議会」という）の会計の処理に関する基準を定める。 

（会計の実務） 

第２条 会計の実務は、市民センター長の監督のもと、原則として会計責任者が行う。 

（支出処理の承認） 

第３条 会計責任者は、協議会会計の支出処理について、会長及び総務委員長の事前承認を受けるも

のとする。ただし、総務委員会に係る支出処理については、会長の事前承認を受けるものとす

る。 

（出納印の管理） 

第４条 出納印は、施錠の出来る印鑑収納箱に収納し、会計責任者が管理する。 

（収支報告書の作成） 

第５条 会計責任者は、協議会会計及び市民センター会計毎に、別に定める収支報告書を四半期毎に

作成し、理事会の承認を得るものとする。 

（会計書類の保存及び処分） 

第６条 会計に関する会計書類の保存期間は、次のとおりとし、管理表を作成し管理する。 

 （１）収支予算書及び収支決算書        5 年 

 （２）経理の元帳・現金出納帳・預金通帳    5 年 

 （３）その他の関係書類            5 年 

 

第２章 金銭出納 

（証拠書類の授受） 

第７条 金銭の収納は、原則として、領収書その他の証拠書類を発行し、支払いについては、支払先

から、領収書その他の証拠書類を受領するものとする。ただし、銀行等の振込みによる収納又は

支払いの場合は、取り扱い銀行等の領収書その他の証拠書類をもってこれに代えることができ

る。 

（支出手続） 

第８条 協議会会計における支出は、委員長又は事業部会長が提出する「支出依頼書」に基づき行う

ものとする。 

２ 業務運営上必要あるときは、仮払いすることができる。 

３ 市民センター会計における支出は、会計伝票で行い、市民センター長の承認を要するものとす

る。ただし、一件５万円以上の支出については、会長の事前承認を要するものとする。 

４ 人件費の支出については会長の事前承認を要するものとする。 

（銀行等金融機関との取引） 

第９条 銀行及びその他の金融機関と取引を開始又は廃止するときは、理事会の承認を必要とする。 

（金銭の管理） 

 



第 10条 会計責任者は、日々の現金支払いに充てるため、手元現金を置くことができる。 

２ 前項の手元現金の保有限度額は、原則２０万円とし、その受払い及び保管は、会計責任者があた

る。 

３ 協議会会計及び市民センター会計における手元現金以外は、金融機関に預金するものとする。 

４ 前項の預金の種類及び金額等については、理事会で決定する。 

（残高照合） 

第 11条 会計責任者は、開館日に、現金出納締め切り後、手元現金を現金出納帳と照合しなければな

らない。 

２ 会計責任者は、四半期毎に預金残高について、預金先金融機関の通帳等と収支報告書残高を照合

しなければならない。 

 

第３章 契約 

（契約書の作成） 

第 12条 契約を締結しようとするときは、会計責任者はその履行に関し必要な内容を記載した契約書

を確認し管理しなければならない。 

（契約の締結） 

第 13条 契約の締結は、会長が行うものとする。 

 

第４章 予算 

（予算の執行と流用） 

第 14条 事業活動に伴う予算の執行は、委員会及び事業部会並びに市民センターの年度事業計画の事

業費の範囲内で行うものとする。 

２ 規約第 97条第３項中「緊急に新たな事業の実施の必要が生じたとき、或いは、事業計画の変更の 

必要が生じたとき」とは、年度事業計画に新たな事業項目を追加することをいうものとする。 

３ 前項の場合に要する予算は、理事会の承認により、予備費の残額の範囲内で流用することができ 

る。ただし、その予算が、予備費の残額を超えると見込まれる場合は、事前に総会の承認を要する 

ものとする。 

４．予算書勘定科目の「目」において、予算の流用を行う必要が生じた場合は、会長の事前決裁によ 

り行うことができる。また、理事会がやむを得ない事情が生じたと認めたときは、「項」間の流用 

を行えるものとする。 

５．収入を伴う事業については、その事業の経費の総額から、その収入を控除した額を事業費とする 

ことができるものとする。 

 

第５章 雑則 

（規程の改廃） 

第 15条 この規程は、理事会の承認により改廃することができる。 

 

 

附則 

 この規程は、平成 21年 11 月 14 日から施行する。 

 この改定規程は、平成 23 年４月１日から施行する。 



 この改定規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 この改定規程は、平成 29 年 4 月 22 日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。 

 この改定規程は、令和 4年 5月 21 日から施行し、令和 4年 4月 1日から適用する。 

 この改定規程は、令和 7年 3月 22 日から施行し、令和 7年 4月 1日から適用する。 

 

 

 

 



桔梗が丘自治連合協議会規約施行規則 
(趣旨) 

第１条 桔梗が丘自治連合協議会規約(以下「規約」という)の規定に基づき、必要な事項を定める。 

(ブロック) 

第２条 規約第４０条第１項に規定する桔梗が丘２４区の４ブロックについて、次のとおり定める。 

第１ブロック １番町区、２番町第１区 (１、２、３街区)、２番町第２区（４、５街区）、 

２番町第３区（６、７街区）、３番町区 

第２ブロック ４番町区、６番町区（６番町全域及び７番町３街区 1～14 番地）、 

７番町第１区（１街区及び 1～14 番地を除く３街区）、７番町第２区（２街区） 

８番町第１区（２街区以外の８番町）、８番町第２区（２街区） 

第３ブロック ５番町第１区（１，２，３、６街区）、５番町第２区（４，５，11，12 街区）、 

５番町３区（７，８，９，10街区）、南第１区（南１番町１、２街区）、 

南第２区（南１番町３街区、南２番町１、２街区）、 

南第３区（南３番町１、２、３街区、南４番町１街区） 

第４ブロック 西１番町区、西２番町区、西３番町区、西４番町区、西５番町区、西６番町区、 

西７番町区、 

 

（委員会の業務範囲） 

第３条 規約第４７条第２項に規定する委員会の業務範囲は、次のとおり定める。 

（１）総務委員会 

① 総会、理事会、自治連合会の運営に関する事項 

② 規約、規則等の制定及び改正並びに廃止に関する事項 

③ 決算及び予算並びに事業計画の原案調整等の財務に関する事項 

④ 協議会の運営に対する円滑化に関する事項 

⑤ 指定管理者制度に関する事項 

⑥ その他、事業部会及び他の委員会に属しない事項 

（２）企画運営委員会 

① 規約第６条に規定する「地域ビジョン」の策定推進に関する事項 

② コミュニティビジネス等、事業部会に対する新規事業の検討及び支援に関する事項 

③ 事業部会の事業活動に対する評価及び検証に関する事項 

④ 将来に向けての協議会運営の基本的方針に関する事項 

⑤ その他、協議会の企画運営に関する事項 

（３）広報委員会 

① 協議会の広報紙の発行及び編集方針に関する事項 

② 協議会のホームページの管理運営に関する事項 

③ 協議会の内外における情報の収集及び提供に関する事項 

④ その他、広聴及び広報活動に関する事項 

(事業部会の事業範囲) 

第４条 規約第 57条第２項に規定する事業部会の事業範囲を、次のとおり定める。 

（１）健康推進部会 



① 地域住民の健康増進に関する事業 

② スポーツや行事を通じた、親子や住民間の親睦及び絆づくり推進事業  

（２）住民交流部会 

① 地域住民の交流イベント等に関する事業 

② 地域住民の連帯感の向上及びふれあいに関する事業 

③ 地域活性化への取り組みに関する事業 

④ 人材バンクの創設及び運営支援に関する事業 

⑤ 地域ポテンシャルの発掘形成に関する事業 

（３）教育文化部会 

① 生涯学習の展開に関する事業 

② 青少年の健全育成に関する事業 

③ 地域間及び世代間の交流推進に関する事業 

④ 地域の伝統文化の継承及びスローライフ社会への取り組みに関する事業 

⑤ 文化、スポーツ及びレクリエーションに関する事業 

（４）生活安全部会 

① 安心安全な地域社会の構築推進及び啓発活動に関する事業 

② 安全で快適な犯罪のない地域防犯活動の連携に関する事業 

③ 防災のハード及びソフトの基盤づくりに関する事業 

④ 快適な交通環境づくりに関する事業 

（５）快適環境部会 

① 地域の生活環境と自然緑化の保全活動に関する事業 

② 生活に憩いと潤いを与え、安らぎのある地域づくり並びに快適環境の創造に関する事業 

③ 環境美化マナーの啓発活動に関する事業 

④ 自然との交流及びスローライフ構想の推進に関する事業 

⑤ 省資源及びリサイクルの展開に関する事業 

（６）地域福祉部会 

① 社会的援助を必要としている高齢者等を対象とした支援事業 

② 高齢者等を対象とした生きがいづくりの支援事業 

③ その他、地域福祉の改善に向けた事業 

（地域事業部会の事業範囲） 

第５条 規約第６７条第２項に規定する地域事業部会の事業範囲を、次のとおり定める。 

（１） ほっとまち茶房ききょう 

① 地域住民が気軽に立ち寄れる居場所（コミュニティーカフェ）の提供に関する事業 

② 各種イベント開催等を通じて地域住民同士のつながりづくりの支援事業 

③ サークル活動や園児・児童等の作品展示を通じて地域住民の生き甲斐づくりの支援事業 

④ 市社会福祉協議会と協力し、募金活動や食糧等の提供による生活支援事業 

（２） 子どもたちと地域の絆づくり事業連絡協議会 

  ① 地域内の小中学校と連携し、コミュニティスクール活動の推進のため基本方針の検討・調整 

    を図る事業 

  ② 地域内の３小学校と連携し、通学路花いっぱい運動を通じて子どもたちとの絆を深める事業 

  ③ 地域内の３小学校のそれぞれの活動を尊重しつつ、連携して共通の各種絆づくりの事業 



（３） みどり環境整備保全（桔梗が丘みどりの会） 

  ① 地域内の自然公園等について、市の部局と調整しながら保全管理作業の事業 

  ② 他の部会・団体等と共同し、地域住民の散策・憩いの場を維持清掃の事業 

  ③ 自然公園等を活かし、みどり資源の重要さを認識できる学習活動・イベント活動の事業 

（４） ききょう農楽園 

  ① 農薬を使用しない農業を通じて、農作業の魅力を分かち合う事業 

  ② 各種体験イベントを開催し、地域住民のふれあい交流を図る事業 

  ③ 協議会や地域の各種の行事に参加し、収穫物を提供する事業 

 （５）桔梗が丘お助けセンター 

  ① 日常生活のお困りごとを補助的に支援する日常生活支援事業 

  ② 外出困難・補助がない方を目的地に送迎する外出支援事業 

  ③ 食事の提供を宅配による見守りと、ふれあい交流を図る配食支援事業 

  ④ 上記事業を通じて地域の助け合い・見守り活動を支援する事業 

（情報公開の手続） 

第６条 規約第１０８条第３項に規定する情報公開の手続きは、第７条から第１４条に定める。 

（公開の情報） 

第７条 公開請求できる情報は、以下に掲げる事項とする。 

（１）協議会が保有する全てを公開することを原則とする。 

（２）協議会が運営及び活動を行うに際して作成し、保存期限内にある資料とする。 

(非公開の情報) 

第８条 非公開もしくは公開を拒否する情報は、以下に掲げる事項とする。 

（１）個人のプライバシーの保護等に関わる個人情報 

（２）法人及び団体等の権利侵害等に及ぶ情報 

（３）協議会の会議等における個人が特定される発言等の情報及び意思決定の中立性が損なわれる 

と判断される情報 

（請求の手続） 

第９条 情報公開請求を行う場合は、以下に掲げる事項を明記し、協議会に提出する。 

（１）公開を求める情報の内容 

（２）情報の使用目的 

（３）情報の適正な使用の誓約 

（４）請求者の住所及び氏名 

（公開、非公開の決定） 

第１０条 協議会は、開示請求を受理した日から１５日以内に公開又は非公開を決定し通知しなけれ 

ばならない。 

２ 非公開と決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（公開の限度） 

第１１条 公開の範囲は、以下に掲げるものとする。 

（１）全部開示：請求者の求める情報を全て開示するもの 

（２）部分開示：非開示の情報が有し開示するもの 

（３）非開示：請求者の求める情報を全て開示しないもの 

（４）不存在：請求者が求める情報が存在しないため開示できないもの 



（請求者の責務） 

第１２条 請求者は、公開された情報を適正に使用しなければならない。不当な使用により、他人の

権利を侵害等問題が生じたときは、請求者が誠意を持って解決しなければならない。 

(費用の負担) 

第１３条 請求者は、情報の写しの作成及び送付に関する費用を負担しなければならない。 

(不服申立) 

第１４条 不服申し立て等は、名張市情報公開条例に準拠する。 

(監査請求) 

第１５条 規約第１１０条第２項に規定する監査請求の手続きは、第１６条から第１８条に定める。 

(監査請求事項) 

第 1６条 監査を請求できるのは、財務会計上の違法又は不当な行為により、以下の事項において会

員に損害を生じさせた場合に限られる。 

（１）公金の支出 

（２）財産の取得、管理、処分 

（３）契約の締結、履行 

（４）債務借入等の義務負担 

（５）公金の賦課及び徴収義務に対する事実 

（６）財産管理の義務に対する事実 

（請求の期限） 

第１７条 監査請求の期限は、違法、不当な行為があった日又は終わった日から 1年を経過したとき

は、監査請求することはできない。ただし、正当な理由があると認められる時は、この限りでは

ない。 

（請求手続） 

第１８条 監査請求を行う場合は、以下に掲げる事項を明記し、協議会に提出する。 

（１）措置請求の要旨 

  イ 監査請求組織及び対象者 

  ロ 財務会計上の行為の内容 

  ハ 行為による損害の内容 

  ニ 請求措置の内容 

（２）請求者の住所及び氏名 

（監査結果通知） 

第１９条 監査結果は、請求のあった日から６０日以内に請求者に通知しなければならない。 

 

附則 

この施行規則は平成 21年 11 月 14 日から施行する。 

この施行規則は平成 22年 5月 8 日から施行し、平成 22 年 4 月 1 日から適用する。 

この施工規則は令和 7年 3月 22 日から施行し、令和７年 4月 1日から適用する。 

 



 



桔梗が丘の人口と世帯数  令和８年４月１日現在 

町名 世帯数 
人口 

総数 男性 女性 

桔梗が丘１番町 ３０７ ６０６ ２７９ ３２７ 

桔梗が丘２番町 ５６３ １，２６８ ５９２ ６７６ 

桔梗が丘３番町 ４０３ ８３３ ３７８ ４５５ 

桔梗が丘４番町 ５０８ １，０７９ ５０８ ５７１ 

桔梗が丘５番町 １，０６５ ２，３２０ １，１０９ １，２１１ 

桔梗が丘６番町 ２６６ ５６１ ２６６ ２９５ 

桔梗が丘７番町 ２９４ ５１６ ２２７ ２８９ 

桔梗が丘８番町 ５２３ ９８４ ４７６ ５０８ 

桔梗が丘地区計 ３，９２９ ８，１６７ ３，８３５ ４，３３２ 

桔梗が丘南１番町 ２２７ ４８８ ２３３ ２５５ 

桔梗が丘南２番町 １４４ ２７９ １２７ １５２ 

桔梗が丘南３番町 ２３２ ４９５ ２３６ ２５９ 

桔梗が丘南４番町 １９ ３５ １８ １７ 

桔梗が丘南地区計 ６２２ １，２９７ ６１４ ６８３ 

桔梗が丘西１番町 ２０９ ５０４ ２３９ ２６５ 

桔梗が丘西２番町 １３１ ３１０ １４４ １６６ 

桔梗が丘西３番町 ３４６ ８５７ ４１０ ４４７ 

桔梗が丘西４番町 ２８７ ７５５ ３６８ ３８７ 

桔梗が丘西５番町 １９６ ６３７ ３２０ ３１７ 

桔梗が丘西６番町 １９４ ４７８ ２３６ ２４２ 

桔梗が丘西７番町 １１０ ３０３ １５２ １５１ 

桔梗が丘西地区計 １，４７３ ３，８４４ １，８６９ １，９７５ 

合 計 ６，０２４ １３，３０８ ６，３１８ ６，９９０ 

桔梗が丘自治連合協議会事務局（桔梗が丘市民センター内） 

名張市桔梗が丘６番町１街区１３１番地の４ 

電話番号 ０５９５－６５－１２０６ 

桔梗が丘市民センター 

ホームページ https://www.emachi-nabari.jp 

メールアドレス kikyou-ko@emachi-nabari.jp 

桔梗が丘自治連合協議会ホームページ LINE 公式アカウント Facebook 公式アカウント 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


